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※ 本ガイドラインでは、災害対策基本法に基づく安否情報事務に関する箇所に《災対法》

と付しており、《災対法》の記載がない箇所は、全て国民保護法に関する安否情報事務に関

する記述である。 

 

第１ はじめに 

 

１ 本ガイドラインの趣旨 

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」（平成 16 年 6月

18 日法律第 112 号、以下、「国民保護法」という。）第 9４条から第 96 条までに規

定される安否情報関係の立法趣旨は、「家族がその近親者の運命を知る権利」（1949

年 8 月 12 日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議

定書Ⅰ）を満たすことである。また、総務大臣及び地方公共団体の長は、国民からの

安否情報の照会に対し回答を行う場合において、個人の情報の保護に十分留意しなけ

ればならないとされている（国民保護法第 95条第 2 項）。 

本ガイドラインは、地方公共団体が国民保護法に基づいて安否情報事務を行う際の

基準となるものであり、当該事務の効率的な運用のために開発された「武力攻撃事態

等における安否情報の収集・提供システム」（通称「安否情報システム」。以下、「シス

テム」という。）を利用した安否情報事務について説明するものである。 

国民保護法に基づき行う安否情報事務は、地方自治法第 2 条第 9項第 1号に規定す

る第 1号法定受託事務である。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

「災害対策基本法等の一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 54 号）の施行に伴

い、自然災害等における安否情報事務が法令に位置づけられた。本制度は、災害発生

時に被災地に所在していた者の安否を案ずる親類縁者等に対して、その者の安否を知

らせ、精神の安寧等を図ることを目的としており、被災されなかった方等の福祉の増

進の観点から行うものである。このため、被災者の応急救助や施設の応急復旧など災

害による被害の拡大防止に直結する他の重要業務の実施に支障を生じない範囲で実施

されるよう、実施の義務づけは行わず、任意の事務としている。 

なお、災対法に規定する災害においても、システムを利用することが可能である。

本ガイドラインは、システムを利用して災対法に基づく安否情報事務を行う場合につ

いても指針を示すものである。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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２ 本ガイドラインが対象とする安否情報事務の主体 

本ガイドラインが対象とする安否情報事務の主体は、①市町村（特別区は、市とみ

なす。以下、同じ。）の長、②都道府県の知事、③総務大臣（消防庁）であり、これら

の機関の職員が安否情報事務を行う際には、本ガイドラインの趣旨を踏まえ、各機関

の国民保護計画に定めるところにより、適切に安否情報事務を行う必要がある。 

また、安否情報の収集に協力する関係機関及び外国人に関する安否情報の収集・回

答を行う日本赤十字社については、本ガイドラインの直接の対象とはしないが、本ガ

イドラインの趣旨を踏まえた安否情報事務を行うことが望ましい。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

災対法において、安否情報事務の主体となるのは被災地を管轄する都道府県又は市

町村の長である。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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第２ 用語の定義等 

 

１ 安否情報 

   「安否情報」とは、「避難住民及び武力攻撃災害（緊急対処事態の場合は緊急対処事

態における災害。以下、同じ。）により死亡し又は負傷した住民（当該市町村の住民以

外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。）の安否に関す

る情報」である。これらの者以外の行方不明者や連絡不明者等は安否情報の対象とし

ていないことや、連絡不明者については民間のサービスの活用も有効であることにつ

いて、照会先窓口案内やインターネット等において国民によく周知をしておく必要が

ある。 

安否情報は、個人の生死及び負傷の程度に関する状態、避難住民の所在等の安否に

関する情報であり、氏名、性別等の個人を識別するための情報を含むものである。ま

た、市町村長が安否情報を収集する対象者は、当該市町村の住民及び当該市町村の住

民以外で当該市町村の区域にある避難住民及び武力攻撃災害による死傷者であり、日

本人であるか外国人であるかを問わない。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

災対法において、安否情報の収集・回答対象となる被災者は、都道府県又は市町村

の地域に係る災害の被災者である。ここでいう「被災者」は、当該災害により何らか

の被害を受けた者の一切を指すものであり、当該災害による死傷者はもちろんのこと、

身体的障害を被らなかった避難者についても、避難指示を受けたものと自主避難によ

るものとを問わず、ここに含まれる。 

なお、災害発生時に被災地に所在していた者であれば、当該都道府県又は市町村の

住民でない被災者も含むが、法人については当然これに含まれない。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

２ 本人の同意 

個人情報の保護に関する法令においては、個人情報の目的外利用や個人データの第

３者提供の場合には、原則として本人の同意を得ることを求めている。 

国民保護法における安否情報事務においては、「武力攻撃事態等における安否情報の

収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続きその他の必要な事項を定

める省令（以下「安否情報省令」という。）」で定められた様式（以下、「省令様式」と

いう。）により照会に対する回答又は公表に対する、本人の同意を確認することとして

いる。 

なお、照会に対する回答又は公表以外の個人情報の利用については、「国民保護法上

の救援（物資、医療の提供等）や避難残留者の確認事務のため、行政内部で利用する
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ことがある」及び「記入情報の収集、パソコンの入力、回答等の際に企業や個人に業

務委託することがある」旨を省令様式に記載することにより明らかにしており、本人

から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、これらの範囲内での個人情報

の利用について同意が得られているものとして取り扱う。 

------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

災対法施行規則第8条の3第3項において定めた安否情報の回答の原則のほか、「当

該照会に係る被災者が照会に際しその提供について同意をしている安否情報について

は、その同意の範囲内で」照会者に対して安否情報を提供することができるとしてい

る。被災者本人の同意については、当該被災者に係る安否情報の照会があるたびに個

別に確認を行うことは行政・被災者双方の負担を勘案しても望ましくないことから、

例えば、被災者本人から安否情報を収集する際に、併せて、照会があった際に提供可

能とする照会者の範囲についても意思確認を行うなど、あらかじめ確認しておくこと

が望ましい。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

３ 避難住民 

市町村長は、国民保護法第 54 条第２項に規定する避難の指示を伝達したときは、同

法第62条第１項の規定により同法第148条第１項の避難施設又は同法第75条第１

項第１号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民

についての安否情報を収集し、及び整理するよう努めなければならないとされている。 

また、同法第 54 条第 6項（同法第 58条第 6項において準用する場合を含む。）の

規定により避難住民を受け入れた市町村長は、当該市町村の区域内に所在する同法第

148 条第 1 項の避難施設及び同法第 75 条第 1 項第 1 号の収容施設に滞在する避難

住民について、同法施行令第 23 条第 1項の市町村長と協力して、安否情報を収集し、

及び整理するよう努めなければならないとされている。 

このほか、市町村長は、当該市町村の住民が避難住民となったこと又は当該市町村

の区域内に避難住民が滞在していることを知ったときは、安否情報を収集し、及び整

理するよう努めなければならないとされている。当該市町村の住民であるか否かを問

わず、また、日本人であるか外国人であるかを問わない。 

 

４ 負傷住民 

「負傷住民」とは、「当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民（当該

市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内にある者を含む。）」のことをいう。日本

人であるか外国人であるか否かを問わない。 

負傷住民に関する情報の収集は、災害現場においてトリアージを行った時点の情報
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ではなく、医療機関搬送後、入院等により居所が確定した時点の情報について行うも

のとする。 

 

５ 死亡住民 

「死亡住民」とは、「当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民（当該

市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。）」のことをいう。

日本人であるか外国人であるかを問わない。 

死亡住民に関する情報の収集は、死亡が確認され、遺体収容するに至った時点の情

報について行うものとする。 

 

６ 関係機関 

市町村長及び都道府県知事以外に安否情報を保有する関係機関は、市町村長及び都

道府県知事が行う安否情報の収集に協力するよう努めることとされている。このよう

な関係機関としては、警察、消防、医療機関等が想定される。 

都道府県知事は、必要に応じて安否情報を収集するほか、都道府県警察への安否情

報の照会を行い、また、運送機関、医療機関、諸学校、大規模事業所等安否情報を保

有している関係機関に対し、安否情報の収集についての協力を求めるものとする。関

係機関と協力した安否情報の収集が円滑になされるよう、あらかじめ協力体制等を協

議しておくことが望ましい。 
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第３ システムの概要 

 

１ システム利用の基本的考え方 

安否情報システムは、国民保護法第 32 条第 4項に基づく、「国民の保護に関する基

本指針」（平成 17 年 3 月 25 日閣議決定）において、「国〔総務省、消防庁〕は、安

否情報の収集及び提供の在り方について、円滑な安否情報の収集及び提供が行われる

よう努めるものとする。」とされたことをうけて、総務省消防庁において平成 17 年度

に「武力攻撃事態等における安否情報のあり方に関する検討会」を開催し、システム

の運用を含めた国民保護法に基づく安否情報事務の具体的運用について検討を行い、

平成 18年度に開発を行ったものである。 

システムを利用することにより、都道府県及び市町村の庁舎、支所、出張所、避難

施設等のＬＧＷＡＮ端末から消防庁に設置されたサーバに直接、情報を入力すること

が可能であり、安否情報の迅速な収集、整理を行うことが可能となる。また、各地方

公共団体はそれぞれの専用領域を消防庁サーバ内に有し、当該団体の職員が、内容を

確認した上で、報告キーを押して初めて、報告がなされる仕組みとしている。全国の

関係地方公共団体により消防庁に報告された安否情報は、重複整理が施された後、全

国統一の情報として、全都道府県及び市町村に共有される。共有された安否情報は、

全地方公共団体において検索することが可能であり、国民からの安否情報の照会に的

確に回答することができる。 

国民保護法に基づく安否情報事務の実施にあたっては、事務を効率的に行うため、

システムを利用することを原則とする。 

なお、万が一被災等の理由によりシステムが利用できない場合においても、安否情

報事務の実施に係る国民保護法令上の義務は存在する。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

災対法に基づく安否情報の提供事務は、被災者の関係者地方公共団体のニーズに基

づいて行うもので、災対法施行規則第 8 条の 3 に規定する必要事項が満たされている

限りにおいては、その実施手段までを特定するものではないが、効率的に事務を実施

するためには、既存のシステムを活用することも有効な取組みの一つである。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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２ 端末の種類と設置場所 

 （１）システムに利用する接続回線 

    都道府県及び市町村は、総務省消防庁が整備・運用を行うサーバに接続する端

末を整備し、端末を通じてシステムを利用する。 

都道府県及び市町村からシステムへの接続回線は総合行政ネットワーク回線

（LGWAN※）を使用する。 

 

表３－１ システムで利用する接続回線 

ネットワークの種類 ネットワークの特徴 

ＬＧＷＡＮ（※） 

・ 行政専用の閉じられたネットワークであることから

セキュリティを高く確保できる。 

・ 端末を設置できる場所は行政庁舎等のLGWAN利用

環境に限定される。 

※ LGWAN とは、Local Government Wide Area Network の略。 

 

（２）端末の種類と設置場所 

都道府県及び市区町村において利用できる端末の種類は、利用区分により３種類

に分けられる。端末種類と設置場所の概要を表３－２に示す。 

利用区分に応じた担当者と設置場所を選定する必要がある。また、いずれの端末

も安否情報という個人情報を扱う端末であることから、個人情報の取扱い中は、限

られた者以外は安易にシステム画面を覗くことができないよう設置場所についても

セキュリティ対策が必要である。 

 

  

端末種類 利用区分 

利用できる機能 

設置場所 

入力 整理・報告 
提供 

（照会・回答） 

資料作成 

支援 

ＬＧＷＡＮ端末 

（※） 

整理・報告 

端末 
○ ○ ○ ○ 

整理・報告事務を行う

場所 

提供 

（照会・回答） 

端末 

○ ― ○ ○ 
受付窓口等、照会に対

する回答事務を行う

場所 

入力端末 ○ ― ― ― 

庁舎内の入力事務を

行う場所、又は避難施

設等で利用環境が整

備されている場所 

  ※ 設置が必須（整理・報告端末） 

   

表３－２ 都道府県及び市町村における端末種類と設置場

所 
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ア 端末設置 

  (ｱ) 整理・報告端末 

整理・報告機能を含む全ての機能を利用できるものであり、集約した安否情

報の整理・報告事務の担当者が利用すべきものである。設置場所は安否情報の

整理・報告事務を行う場所となる。重複排除の整理、過誤情報の確認を行うた

め、入力担当者を把握し、必要に応じて電話連絡等を取れる環境に設置するこ

とが望ましい。 

 

(ｲ) 提供（照会・回答）端末 

主として国民からの安否情報の照会に対する回答事務の担当者が利用すべき

ものであり、安否情報の照会の受付窓口とよく連携できる場所に設置する。安

否情報の照会を受ける際には、照会者の本人確認を行う必要があることから、

住民基本台帳の情報等を用いた本人確認事務と連携して実施する環境に設置す

ることが望ましい。 

 

(ｳ) 入力端末 

入力に限定して利用できる端末であり、LGWAN 利用環境が整備されている

場所で、安否情報の入力を行う場合に設置する。 

 

    (ｴ) その他の端末 

      任意のPCにシステムから安否情報CSV取込様式をダウンロードしておくこ

とで、LGWAN 端末又はオフラインの端末においても、収集した安否情報をそ

の様式（Excel ファイル）に蓄積することができる。（この場合、事後に LGWAN

端末によって安否情報を登録することが必要となる。） 

 

イ 端末の設置環境に対する配慮 

システムを操作する端末の設置環境については、以下の通り配慮すること。 

(ｱ) セキュリティポリシー等を満たす環境に設置すること 

システムを利用する端末の設置場所及びネットワーク接続にあたっては、各

地方公共団体のセキュリティポリシー等を満たすこと。また、LGWAN の要求

するセキュリティ基準等を満たすこと。詳細については、情報担当部局と調整

すること。 

 

(ｲ) 個人情報の保護の観点から問題ない場所に設置すること 

不特定多数の者が画面を見ることや操作することができない場所に設置する

こと。 
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(ｳ) 以下に示す、システムに接続する利用端末の要件を満たすこと（ただし、b

については推奨要件。）。 

a 利用端末の必須要件 

システムに接続するにあたり、以下の要件を満たす端末であること。 

 

・ ウィルス対策ソフトがインストールされている端末であること。 

・ 必須ソフトウェアとして、Web ブラウザはMicrosoft Internet Explorer 

（IE）１１を使用すること。 

注）JavaScript と Cookie の設定  

ブラウザの設定で『JavaScript（アクティブスクリプト）』と『Cookie』

が有効になっている必要がある。 

 

b 利用端末の推奨要件 

表３－３及び表３－４のハードウェアスペック及びソフトウェアを用いる

ことが望ましい。 

      

表３－３ 推奨ハードウェアスペック 

プロセッサ Core i3-6100U 相当以上 

メモリ ４GB以上 

ディスプレイ 
1,３66×768ドット以上、High Color（65536

色）以上をサポート 

入力装置 キーボードおよびタッチパッド（マウス） 

ディスク装置 500GB 以上 

通信機能（LAN） 100Base-TX / 10Base-T １個以上 

 

表３－４ 推奨ソフトウェア 

アプリケーションソフト Microsoft Office(Excel)（※） 

※ システムの「ＣＳＶ登録」及び「安否検索（ダウンロード）」機能を用いる

端末には、Microsoft Office(Excel バージョン２０１０以上)がインストー

ルしてあることが望ましい。なお、「ＣＳＶ登録」で使用する、ＣＳＶフ

ァイルを作成するための支援ツール（システムの「安否情報ＣＳＶ取込様

式ダウンロード」からダウンロードできるファイル）の利用については、

Microsoft Office(Excelバージョン２０１０以上)がインストールされてい

ることが必須要件となる。 
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(ｴ) その他 

 異常があった場合にすぐ覚知できるような場所に設置すること。また、不必

要な個人情報を端末のハードディスクに保存することがないようにするととも

に、端末機器の盗難防止についても対策を講じること。 

 

３ ＩＤ・パスワードについて 

システムの利用にあたっては、セキュリティを確保するために、ＩＤとパスワード

による利用者認証を行う。地方公共団体は管理責任者を定め、消防庁から配付された

ＩＤ及び初期パスワードを担当事務に応じて発行するとともに、その取り扱いについ

ては以下の点に注意すること。 

 

（１）ＩＤ及びパスワードの管理の留意点 

ア 管理責任者は、消防庁から配付したＩＤ及び初期パスワードが漏洩することの

ないように適正に管理すること。 

 

イ 管理責任者は、原則として安否情報システムを利用して安否情報事務を実施する

担当者（以下「担当者」という。）にＩＤ及び初期パスワードを配付すること。 

 

ウ 管理責任者は、担当者に対してＩＤ及びパスワードの取り扱いに関して、第３者

に漏洩することのないように適切な指導監督を行うこと。 

 

エ 管理責任者は、その時点でＩＤを保有している担当者を常に把握しておくこと。 

※ 担当者把握の方法の例として、「安否情報システムＩＤ及びパスワード管理簿

（以下、「管理簿」という。）」（表３－５）を作成し、人事異動等により担当者

が変更する際には、その旨を報告させるとともに、管理簿の情報を更新する等

が考えられる。 
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表３－５ 安否情報システムＩＤ及びパスワード管理簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ ＩＤ及びパスワードの管理（概念図） 
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（２）パスワードの設定について 

パスワードは定期的に変更し、同一パスワードを長期間使用しないようにするこ

と（システムの機能として、パスワードは設定してから 180 日間経過すると自動的

にパスワードの変更を促される。）。パスワードの設定に際しては、以下の規則を遵

守するとともに、他人に推測されないパスワードを設定すること。 

 

ア パスワードの文字数は８～３２文字。 

イ パスワードに使用できる文字は半角の「大文字英文字」、「小文字英文字」、「英

記号」、「数字」。 

上記すべての種類の文字を使用すること。 

ウ パスワードにＩＤを含まないこと。 

エ 初期パスワードと同じものを用いないこと。 

オ 全て同じ文字のものとしないこと。 

カ 一度使用したパスワードは使用しないこと。 

  

４ ＩＤ・パスワードの漏洩等が発生したときの対処について 

（１）ＩＤ・パスワードの漏洩等 

以下の場合等ＩＤ・パスワードの漏洩等が発生した場合は、（３）データのダウン

ロード等に記載の、必要な措置を実施しなければならない。 

ア 発行しているＩＤから不審な安否情報の入力がされた可能性があると認められ

る場合 

イ 発行しているＩＤを悪用される可能性があると認められる場合 

 

（２）消防庁におけるＩＤ使用不能措置 

ＩＤ・パスワードの漏洩等を発見した場合等、消防庁は当該ＩＤを使用不能にす

ることがある。 

※ ＩＤを使用不能にする場合は、消防庁は必要事項を関係する地方公共団体に

連絡を行う。 

 

 （３）データのダウンロード等 

ア 地方公共団体がＩＤ・パスワードの漏洩等を発見した場合、当該地方公共団体

は、関係部局にその旨を連絡し、直ちにシステムの利用を中断すること。 
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イ 市町村又は都道府県が、ＩＤ・パスワードの漏洩等を発見した場合は、当該漏

洩等を発見した団体が市町村である場合にあっては都道府県及び消防庁へ、都道

府県である場合にあっては管内の関係する市町村及び消防庁へ、その旨を連絡す

ること。連絡を受けた地方公共団体は、関係部局にその旨を連絡し、直ちにシス

テムの利用を中断すること。 

 

ウ 消防庁は、連絡のあったＩＤ等を使用不能にする。その場合、消防庁は、必要

により関係団体に新たなＩＤを発行するとともに、その旨を関係する地方公共団

体に連絡する。また、必要に応じ、以下の処置をとることがある。この場合、関

係団体は、当該措置実施後、その旨の消防庁からの連絡を得てシステムの利用を

再開する。 

 

(ｱ) 関係団体による専用領域の安否情報データのダウンロード（CSV 形式により

ダウンロードが可能） 

 

(ｲ) 関係団体による当該団体の専用領域のデータの消去 

 

(ｳ) 関係団体による必要な情報の安否情報データのアップロード（CSV登録） 
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第４ 安否情報の収集・整理・報告 

【国民保護法】 

（市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集） 

第 94 条 市町村長は、政令で定めるところにより、避難住民及び武力攻撃災害により死

亡し又は負傷した住民（当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市

町村で死亡したものを含む。）の安否に関する情報（以下「安否情報」という。）を収集

し、及び整理するよう努めるとともに、都道府県知事に対し、適時に、当該安否情報を

報告しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた安否情報を整理するほか、必要に応

じて自ら安否情報を収集し、及び整理するよう努めるとともに、総務大臣に対し、遅滞

なく、これらの安否情報を報告しなければならない。 

３ 安否情報を保有する関係機関は、前２項の規定による安否情報の収集に協力するよう

努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害対策基本法】 

（安否情報の提供） 

第 86 条の 15  都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る

災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安

否に関する情報（次項において「安否情報」という。）について照会があつたときは、

回答することができる。  

２  都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により安否情報を回答するときは、当該

安否情報に係る被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮す

るものとする。  

３  都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による回答を適切に行い、又は当該回

答の適切な実施に備えるために必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災

者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部

で利用することができる。  

４  都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による回答を適切に行い、又は当該回

答の適切な実施に備えるため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長、消防

機関、都道府県警察その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることがで

きる。 
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【災害対策基本法施行規則】 

（安否情報の提供等）  

第 8 条の 3 

法第 86条の 15 第 1項 の規定により安否情報について照会をしようとする者（以下この

条において「照会者」という。）は、都道府県知事又は市町村長に対し、次の各号に掲げ

る事項を明らかにして行わなければならない。  

一  照会者の氏名、住所（法人その他の団体にあつてはその名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地）その他の照会者を特定するために必要な事項  

二  照会に係る被災者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別  

三  照会をする理由  

２  照会者は、前項の規定により明らかにした同項第一号に掲げる事項が記載されている

運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律 （平成 25 年法律第 27 号）第 2 条第 7 項 に規定する個人番号

カード、出入国管理及び難民認定法 （昭和 26年政令第 319 号）第 19条の 3 に規定

する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法 （平成 3 年法律第 71 号）第 7条第 1 項 に規定する特別永住者証明書そ

の他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該照会者が本人

であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、照

会者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合において

は、都道府県知事又は市町村長が適当と認める方法によることができる。  

３  第一項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じて、当該各号に定める情報を提供することができる。ただし、当該照会が不当な目的

によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用

されるおそれがあると認めるときは、この限りでない。  

一  照会者が当該照会に係る被災者の同居の親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）である場合 照会に係る被災者の居

所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報  

二  照会者が当該照会に係る被災者の親族（前号に掲げる者を除く。）又は職場の関係者そ

の他の関係者である場合 照会に係る被災者の負傷又は疾病の状況  

三  照会者が当該照会に係る被災者の知人その他の当該被災者の安否情報を必要とするこ

とが相当であると認められる者である場合 照会に係る被災者について保有している安

否情報の有無  

４  前項の規定にかかわらず、第一項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、当該

照会に係る被災者が照会に際しその提供について同意をしている安否情報については、そ

の同意の範囲内で、又は公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度におい

て、当該被災者に係る安否情報を提供することができる。  
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安否情報の収集・整理・報告については、武力攻撃事態等（緊急対処事態を含む。以

下、同じ。）や武力攻撃災害等の状況を踏まえ、警報の伝達、避難誘導、人命救助等の国

民の生命・身体・財産の保護に関係する国民の保護のための措置の実施状況を勘案し、

その緊急性や必要性を踏まえて行う。武力攻撃事態等という極限状況の中で行う措置で

あることから一定の限界があり、住民の避難誘導や避難住民等の救援などの国民の保護

のための措置の実施に支障のない限度においてできる限り行えば、その努力義務は果た

されるものである。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

事務を実施する部局が安否情報を保有していない場合は、照会に備え事前に、又は照

会があった時点で安否情報の収集を行うこととなる。これらの安否情報については、避

難所に避難した被災者について安否情報の回答に当たる都道府県知事又は市町村長が自

らこれを収集するほか、負傷者が搬送される民間医療機関や遺体を収容・検案する都道

府県警察等外部機関からの提供を受ける必要がある。 

情報の収集に当たっては、災対法 86 条の 15 第 3 項の規定による地方公共団体内部

での個人情報の目的外利用(※1)、同条第 4 項の規定を活用した外部機関への情報提供の

求め(※2)を適切に活用されたい。 

 

 ※1 具体的な情報としては、当該地方公共団体が運営主体である避難所の入所者等名簿

や、避難行動要支援者名簿に基づき行った安否確認の結果等が想定される。 

 

 ※2 照会があるたびに逐一被災者に関する情報の提供を求め、情報を収集しようとする

ことは、応急期から復旧期にかけて災害対応に当たっている中にあって、お互い過

剰な負担となりかねない。そのため、情報の収集に当たっては、照会方法(照会主体

を含む)、照会内容、照会の頻度等について、平常時より十分に協議しておくことが

適切である。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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１ 避難住民・負傷住民に関する安否情報の収集 

 

（１）避難住民に関する安否情報の収集時期 

【国民保護法施行令】 

（避難住民に関する安否情報の収集及び整理） 

第 23 条 市町村長は、法第 54 条第２項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第

62条第１項の規定により法第 148条第１項の避難施設又は法第 75条第１項第１号の

収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民について、速

やかに、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 

  一 氏名 

  二 出生の年月日 

  三 男女の別 

  四 住所 

  五 国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

  六 前各号に掲げるもののほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれかに掲

げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができ

るものに限る。） 

２ 前項に規定するもののほか、同項の市町村長は、同項に規定する避難住民について、

法第 69 条第１項の規定による避難住民の復帰のための措置を終了するまでの間、継続

的に、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 

  一 居所 

  二 負傷又は疾病の状況 

  三 前二号に掲げるもののほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報 

３ 法第 54条第６項（法第 58条第６項において準用する場合を含む。）の規定により避

難住民を受け入れた市町村長は、当該市町村の区域内に所在する法第 148条第１項の避

難施設及び法第 75 条第１項第１号の収容施設に滞在する避難住民について、第１項の

市町村長と協力して、同項各号及び前項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう

努めなければならない。 

４ 前３項に規定するもののほか、市町村長は、次のいずれかの事実を知ったときは、当

該事実に係る避難住民（第１項及び前項に規定する避難住民を除く。）について、第１項

各号及び第２項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 

  一 当該市町村の住民が避難住民となったこと。 

  二 当該市町村の区域内に避難住民が滞在していること。 
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市町村長は、次のア～エに該当する際は、避難住民に関する安否情報の収集を行

う努力義務を負う。 

 

※ 都道府県知事については、国民保護法第 94 条第２項において、「必要に応じ

て自ら安否情報を収集し」とされており、救援を行う場合等都道府県知事が

安否情報の収集の当事者となるべきときは、自ら安否情報を収集するよう努

めるものとする。 

 

ア 避難の指示を伝達したとき 

国民保護法第５４条第２項に規定する避難の指示を伝達した場合は、速やかに、

安否情報の収集を行う努力義務を負う。 

 

【収集すべき安否情報】 

①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所、⑤国籍（日本国籍を有しない

者に限る。）、⑥個人を識別するための情報、⑦照会に対する回答に関する同意 

 

＜参考＞ 

事態認定前に災害対策基本法第 60 条第 1 項の規定による避難の指示等を行っ

た場合については、同法第 51 条の規定に基づき、各地方公共団体において、住民

のニーズ等を勘案して安否情報事務の実施を判断する。 

※ 災害対策基本法第 51 条の「災害に関する情報」には、安否情報が含まれる。 

 

 

【災害対策基本法】 

第 51 条 指定行政機関の長及び指定地方公共機関の長、地方公共機関の長その他の執

行機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管

理者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集及び伝達

に努めなければならない。 

２～３ (略) 

第 60 条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体

を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、

市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立

ち退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための

立ち退きを指示することができる。 

２～７ （略） 
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イ 安否情報の内容が変化したとき 

     国民保護法第 69 条第 1 項に規定される避難住民の復帰のための措置を終了す

るまでの間、継続的に、安否情報収集の努力義務を負う。 

 

【収集すべき安否情報】 

①居所、②負傷又は疾病の状況、③連絡先その他安否の確認に必要と認められ

る情報 

   

     これらの情報については、事態の推移等により変化する可能性がある、その時

点での個人の状態を示す情報であるため、「継続的に」収集する必要があるもので

ある。 

これらの情報を収集したときは、システムへの再入力を行うものとする。その

際は、同時に、①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所、⑤国籍（日本国

籍を有しない者に限る。）、⑥個人を識別するための情報についても収集し、シス

テムに当該安否情報を再度入力すること。また、行政機関として最新かつ正確な

情報を常に把握しておくという観点から、定期的に全ての情報について再収集を

行い、システムへの再入力を行うことが望ましい。 

     なお、継続的な安否情報の収集及びシステムへの再入力を行う場合の、主な例

示については以下のとおり。    

 

(ｱ) 避難住民が居所を変えたとき 

ある避難所に滞在していた避難住民が、当該避難所から別の避難所に移動す

る場合や、要避難地域でない地域にある自宅、知人宅等へ移動する場合等が該

当する。 

 

(ｲ) 避難住民の負傷又は疾病の状況が変化したとき 

避難住民の負傷又は疾病の状況が回復又は悪化した場合や、新たに負傷又は疾

病が発生した場合等が該当する。 

 

(ｳ) 連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報が変化したとき 

      避難住民等から、その他安否の確認に必要と認められる情報として登録して

いる情報（連絡先電話番号等）を変更したい旨の申し出があった場合等が該当

する。 
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    (ｴ) 照会に対する回答に関する同意に変化があったとき 

      事態の推移等により照会に対する回答に関する同意についての本人の意向に

変化があった場合や、意識不明者であった者の意識が回復し、照会に対する回

答に関する同意について確認できるようになった場合等が該当する。 

 

   ウ 国民保護法第54条第6項（同法第58条第6項において準用する場合を含む。）

の規定により避難住民を受け入れたとき 

     当該市町村の区域内に所在する国民保護法第148条第１項の避難施設及び同法

第 75 条第１項第１号の収容施設に滞在する避難住民についての安否情報を収集

する努力義務を負う。 

 

【収集すべき安否情報】 

①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所、⑤国籍（日本国籍を有しない

者に限る。）、⑥個人を識別するための情報、⑦居所、⑧負傷又は疾病の状況、

⑨連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報、⑩照会に対する回答に関

する同意 

 

エ 当該市町村の住民が避難住民となったこと又は当該市町村の区域内に避難住民

が滞在していることを知ったとき 

     市町村として、当該事実を「知ったとき」のみ市町村長は安否情報の収集の努

力義務を負う。 

 

※ 「知ったとき」とは、客観的事実として当該市町村がその事実を把握した場

合であり、当該市町村に住所を有する住民全てについて網羅的に調査をし、

安否情報の収集を行うことまでは義務の対象とならない。 

 

【収集すべき安否情報】 

①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所、⑤国籍（日本国籍を有しない

者に限る。）、⑥個人を識別するための情報、⑦居所、⑧負傷又は疾病の状況、

⑨連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報、⑩照会に対する回答に関

する同意 
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（２）負傷住民に関する安否情報の収集時期 

【国民保護法施行令】 

（武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理） 

第 24 条 第 1 項 （略） 

２ 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民（当該市町村の

住民以外の者で当該市町村の区域内に在るものを含む。）があると認めるときは、その者

について、前条第１項各号及び第２項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努

めなければならない。 

３ 市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死

亡し、又は負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第一項各号に掲げる情報

又は前項に規定する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 

 

市町村長は、次のア又はイに該当する際は、負傷住民に関する安否情報の収集を

行う努力義務を負う。負傷住民に関する安否情報の収集は、災害現場や医療機関等

におけるトリアージを行った時点の情報ではなく、医療機関等への搬送後、入院等

により居所が確定した時点の情報について行うものとする。 

 

※ 都道府県知事については、国民保護法第 94 条第２項において、「必要に応じ

て自ら安否情報を収集し」とされており、救援を行う場合等都道府県知事が

安否情報の収集の当事者となるべきときは、自ら安否情報を収集するよう努

めるものとする。 

 

ア 当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民（当該市町村の住民以

外の者で当該市町村の区域内に在るものを含む。）があると認めるとき 

     その者に関する安否情報を収集する努力義務を負う。 

 

【収集すべき安否情報】 

①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所、⑤国籍（日本国籍を有しない

者に限る。）、⑥個人を識別するための情報、⑦居所、⑧負傷又は疾病の状況、

⑨連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報、⑩照会に対する回答に関

する同意 

 

イ 当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死亡し、

又は負傷した事実を知ったとき 

     市町村として、当該事実を「知ったとき」のみ市町村長は当該住民に関する安

否情報の収集の努力義務を負う。 
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※ 「知ったとき」とは、客観的事実として当該市町村がその事実を把握した場

合であり、当該市町村に住所を有する住民全てについて網羅的に調査をし、

安否情報の収集を行うことまでは義務の対象とならない。 

 

【収集すべき安否情報】 

①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所、⑤国籍（日本国籍を有しない

者に限る。）、⑥個人を識別するための情報、⑦居所、⑧負傷又は疾病の状況、

⑨連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報、⑩照会に対する回答に関

する同意 

 

（３）収集する安否情報の内容とシステム入力の留意事項 

    

ア 氏名 

氏名は個人の基本的な情報であり、システムへの入力上、必須項目となるため

確実に収集を行うこと（ただし、「その他個人を識別する情報」を収集した場合は

システム上の必須項目とはならない。）。 

 

(ｱ) 日本人の場合 

姓名（原則として戸籍名）及び読み仮名についての収集を行う。 

 

(ｲ) 外国人の場合 

ローマアルファベットで記載できる場合については、ローマアルファベット

で収集を行うとともに、発音を聞き取り、読み仮名として、当該発音をカタカ

ナで収集するものとする。ローマアルファベットでの収集を行えない場合につ

いては、聞き取り等を行い、氏名欄及び読み仮名欄の双方に聞き取った氏名の

カタカナ表記を記入する。 

 

※ 通称の取扱 

       本人が通称による安否情報システムへの登録を希望する場合は、姓名に

加えて通称を収集する。その際、通称である事がわかるように収集するこ

と（省令様式に記載する場合は、本名の横に括弧書きで記入すること。）。

収集した「通称」はシステムの「備考」に入力すること。 

・ 通称とは、戸籍簿に記載された氏名（本名）を使用することなく、本

名に代えて広く通用している他の呼称のことをいう。（例：徳川光圀→

水戸黄門）。 
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・ 外国人登録をしている者の中には、正式名とは別に「通称」を登録し

ている場合がある。 (例：アレクサンダー → アレックス) 

 

【＜氏名＞システムへの入力にあたっての注意事項】 

 統一ルール（氏名、フリガナの入力） 

① 氏名の入力 

      漢字、ひらがな、カタカナについては全角を用いて入力すること。 

また、ローマアルファベット、アラビア数字は半角を用いて入力すること。 

 

     ② フリガナの入力 

       全角カタカナを用いて入力すること。 

 

 ③ 通称の入力 

収集の際、本人が登録を希望した場合のみ「備考」入力すること。 

 

 ※ 統一ルールは、整理・報告事務における「自動重複除去機能（※１）」が、

「表記ゆれ（※２）」に対応していないため、当該機能の有効活用を目的と

して策定しているものである。 

実際には、全角／半角の区別なく、原則すべての文字が入力可能であり、 

提供事務における検索に「表記ゆれ」を許容した検索機能が備わっている。 

 

※１ 自動重複除去機能 

整理・報告事務において、４情報（①氏名、②出生の年月日、③男女

の別、④住所）の全てが同一のものが入力された場合、最新のデータを

残して自動的に削除が行われる機能。ただし、表記ゆれ検索に対応して

いないため、同じ氏名であっても全角・半角の別がある場合は自動削除

が行われない。 

 

※２ 表記ゆれ（検索） 

「半角／全角」、「ひらがな／カタカナ」、「濁点／濁点なし」、「漢数字

／アラビア数字」などを区別せず検索できる機能。 

    （例）同じ氏名であるが、自動重複除去機能上では違う氏名と判断され

る。 

Ａｌｅｘ 全角文字 

Alex 半角文字 
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※ 漢字については、システム上利用できるものと利用できないものが存在す

る（操作説明書参照）。システム上利用できない漢字を用いている氏名を有

する者がある場合は、本人にその旨を説明し、本人の希望により利用する

漢字を選択すること。 

 

イ 出生の年月日 

出生の年月日は個人の基本的な情報であり、システムへの入力上、必須項目と

なるため確実に収集を行うこと（ただし、「その他個人を識別する情報」を収集し

た場合はシステム上の必須項目とはならない。）。出生の年月日がわからない場合

は、当該情報に代えて個人を識別することができる情報を収集すること。また、

出生の年月日の一部しか収集できなかった場合は、出生の年月日欄での登録を行

うことができない（登録時エラーとなる。）ため、確実に収集を行うこと。 

また、入力事務の効率化のため、原則として、元号を用いて収集を行うこと（西

暦による入力も可能であるため、西暦による収集を妨げない）。 

 

【＜出生の年月日＞システムへの入力にあたっての注意事項】 

出生の年月日の一部しか収集できなかった場合は、出生の年月日欄での登録を

行うことができない（登録時エラーとなる。）ため、「その他個人を識別する情

報」欄に当該情報を入力すること。 

     （例） 

平成 10年 10月 10日 登録できる 

（不明）年 10 月 10 日 登録できない 

→「その他個人を識別する情報」を入力 

     

ウ 男女の別 

男女の別は個人の基本的な情報であり、システムへの入力上、必須項目となる

ため確実に収集を行うこと（ただし、「その他個人を識別する情報」を収集した場

合はシステム上の必須項目とはならない。）。 

 

エ 住所 

住所は個人の基本的な情報であり、システムへの入力上、必須項目となるため

確実に収集を行うこと（ただし、「その他個人を識別する情報」を収集した場合は

システム上の必須項目とはならない。）。住所がわからない場合は、当該情報に代

えて個人を識別することができる情報を収集すること。 

住所とは、その者が生活の本拠としている場所をいう。住所の収集にあっては、

住居表示として、都道府県、郡、市（特別区を含む。）、区（地方自治法第 252 条
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の 20 の区をいう。）及び町村の名称を冠するほか、原則として街区方式により収

集すること。 

※ 「街区方式」とは、市町村内の町又は字の名称並びに当該町または字の区

域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路

とうによって区画した場合における其の区画された地域（街区）に着けら

れる符号（「番」のこと。「街区符号」という。）及び当該街区内にある建物

その他の工作物につけられる住居表示のための番号（「号」のこと。「住居

番号」という。）を用いて表示する方法 

 

※ 現住所が外国の場合、アルファベットを使用し、英語での表記方法（番地

→町名→区→都道府県→郵便番号→国名の順番）で収集を行うこと。 

（例）東京都千代田区霞が関２丁目１番２号を英語で表記する場合であれば、 

1-2,Kasumigaseki2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan となる。 

 

【＜住所＞システムへの入力にあたっての注意事項】 

 統一ルール（住所の入力） 

    ① 郵便番号及び市区町村名 

      システムの郵便番号及び市区町村名のデータについては定期的に更新して

いるが、市区町村合併や住居表示の変更等に伴い、郵便番号及び市区町村名

の変更があっても、システム上は更新されていない場合があり得る。このよ

うな場合は、旧市区町村の住所表示で入力を行うこと。 

 

② 「町丁字」欄及び「地番」欄 

「町丁字」欄に、町名（丁目）を入力し、「地番」欄に「街区符号」（番）

及び「住居番号」（号）を入力すること。また、使用する数字については全角

を用い、「丁目」・「番」及び「号」については省略しないこと。 

（例）○○１丁目１番１号の場合 

 「町丁字」欄 「地番」欄  

○ ○○1丁目 1 番 1 号 統一ルール 

× ○○１ １－１  

× ○○一丁目 一番一号  

 

※ 統一ルールは、整理・報告事務における「自動重複除去機能」が「表記ゆ

れ」に対応していないため、当該機能の有効活用を目的として策定してい

るものである。 

実際には、全角／半角、漢数字／アラビア数字の区別なく、原則すべて
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の文字が入力可能であり、提供事務における検索に「表記ゆれ」を許容し

た検索機能が備わっているため、数字についてはどのように入力しても検

索が可能である。ただし、「１番１号」と「１－１」の表記ゆれには対応し

ていないため注意を要する。 

 

オ 国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

    国籍は個人の基本的な情報であり、システムへの入力上、必須項目となるため

確実に収集を行うこと（ただし、「その他個人を識別する情報」を収集した場合は

システム上の必須項目とはならない。）。 

外国籍の住民の場合、国籍について収集を行うこと。国籍がわからない場合は、

当該情報に代えて個人を識別することができる情報を収集すること。 

 

【＜国籍＞システムへの入力にあたっての注意事項】 

該当する国籍がない場合は、その他を選択し、収集した国籍の入力を行うこ

と。また、国籍不明の場合は、空欄を選択すること。国籍の入力欄については、

表記ゆれ検索に対応していないため、統一ルールを設けている。 

 統一ルール（国籍の入力） 

全角カタカナを使用すること。 

 

カ その他個人を識別する情報 

個人を識別するための情報とは、氏名、出生の年月日、男女の別、住所、国籍

のいずれかが不明な場合に、当該情報に代えて個人を識別することができる情報

である。例えば幼少の迷子であって氏名等が不明なものについての服装や、言葉

の通じない外国人についての身体的特徴などの情報を想定している。氏名、出生

の年月日、男女の別、住所、国籍のいずれかの情報が不明である場合において、

当該情報に代えて個人を識別することができるものに限られる。 

その他個人を識別する情報については、本人の申告等に基づき、表４－１の収

集要領により収集を行うこと。 

 

【＜その他個人を識別する情報＞システムへの入力にあたっての注意事項】 

カテゴリ番号の順に、全角「、」で区切り、入力を行うこととする。 

例：（全てのカテゴリ番号（表４－１）の項目の情報が収集されている場合） 

「幼児、血液型 B型、身長 100cm 以下、頭髪黒、目の色黒、右頬にほくろ 

  ①   ②        ③      ④   ⑤     ⑥ 

、赤い帽子、父親の名前は消防太郎」 

         ⑦      ⑧ 
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     例：（一部のカテゴリ番号（表４－１）の項目の情報が収集されていない場合） 

       →当該項目の情報については入力しない 

「身長 100cm 以下、頭髪黒、目の色黒、赤い帽子、意思確認不可」 

③       ④   ⑤    ⑦     ⑨ 

※ 「その他個人を識別する情報」は、表記ゆれ検索に対応しており、また、

曖昧検索（部分位置検索）による検索を用いれば効率的に検索を実施する

ことが可能である。入力において上記の例以外の有効な入力方法がある場

合は、上記の例によらないこととして差し支えない。 

 

表４－１：「その他個人を識別する情報」の収集要領 

番号 カテゴリ 記入、入力の仕方 

１ 年齢 ①出生の年月日が不明である場合、次の中から選択 

「幼児」 

「年齢 10 代」 

「年齢 20 代」 

「年齢 30 代」 

「年齢 40 代」 

「年齢 50 代」 

「年齢 60 代」 

「年齢 70 代」 

「年齢 80 代以上」 

②出生の年月日が不完全である場合、次の中から選択 

「西暦○年生」 

「西暦○年○月生」 

「○月○日生」 

「○月生」 

２ 血液型 血液型が判明している場合、次の中から選択 

「血液型A 型」 

「血液型 B 型」 

「血液型O 型」 

「血液型AB型」 
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番号 カテゴリ 記入、入力の仕方 

３ 身長 次の中から選択 

「身長 100cm 以下」 

「身長 100cm から 150cm 程度」 

「身長 150cm から 170cm 程度」 

「身長 170cm から 180cm 程度」 

「身長 180cm から 200cm 程度」 

「身長 200cm 以上」 

4 

 

頭髪 次の中から選択 

「頭髪黒」 

「頭髪白」 

「頭髪金」 

「頭髪茶」 

「頭髪赤」 

「頭髪その他」 

5 

 

目の色 次の中から選択 

「目の色黒」 

「目の色茶」 

「目の色青」 

「目の色緑」 

「目の色その他」 

6 

 

その他身

体的特徴 

自由記入（○○に○○、○○が○○） 

例：右頬にほくろ、右足に手術痕、右足が義足 

7 

 

服装 自由記入（○○な○○） 

例：赤い帽子、白いセーター、黒いズボン 

8 

 

所持品 自由記入（○○の○○） 

例：黒い眼鏡、金の指輪、銀のネックレス 

9 その他 自由記入 
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キ 負傷又は疾病の状況 

本人の自己申告等に基づき、負傷（疾病）の有無及び状況について、収集を行

う。負傷又は疾病を有する場合は、その程度を「重症」「中等症」「軽症」「その他」

の中から選択し、収集すること。また、その内容を具体的に収集すること。 

 

例：「重症：左大腿部裂傷（爆発に巻き込まれた）」 

例：「軽症：右手打撲（転倒）」 

例：「重症：意識不明」 

例：「その他：右手断裂」 

 

※ 傷病程度は、初診時における医師の診断に基づき次により分類する。なお、「そ

の他」については、医師の診断が無いものを分類する。 

(ｱ) 重 症：傷病の程度が 3 週間以上の入院加療を必要とするもの 

(ｲ) 中等症：傷病の程度が入院を必要とするもので重症に至らないもの 

(ｳ) 軽 症：傷病の程度が入院を必要としないもの 

(ｴ) その他：医師の診断がないもの 

 

【＜負傷又は疾病の状況＞システムへの入力に当たっての注意事項】 

負傷又は疾病を有する者の安否情報入力に当たっては、負傷（疾病）の該当

覧の「負傷」を選択し、その他の場合は「非該当」を選択すること。また、負

傷（疾病）の該当覧の「負傷」を選択した場合は、負傷又は疾病の状況欄の入

力を行うこと。 

 

ク 居所 

避難施設等の名称及び住所等、現在の居所をできるだけ具体的に収集する。避

難所等で収集を行う場合、情報の統一性を確保するため、地方公共団体職員から、

避難施設の名称等の標記を指定することが望ましい。 

 

【＜居所＞システムへの入力に当たっての注意事項】 

同じ施設に避難している住民については、居所の入力についても同一の情報

を入力すること。 

 

ケ 連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報 

独居老人等の親戚や身元引受人の所在・連絡先やかかりつけの病院などの情報

を想定している。また、避難施設の電話番号等、本人と連絡を取り得る連絡先等

についても収集することが望ましい。 
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【システムへの入力にあたっての注意事項】 

      省令様式の「連絡先その他必要情報」に記入があった場合のみ、入力を行う。 

 

コ 照会に対する回答に関する同意 

国民保護法第 95条第２項において、総務大臣及び地方公共団体の長は、安否情

報についての照会に対する回答を行う場合において、個人の情報の保護に十分留

意しなければならないと規定されている。安否情報の回答にあたっては、回答に

対する本人の意思として、以下の項目についての意思を確認する。 

 

・ 親族・同居者からの照会に対する回答の可否 

    ・ 知人からの照会に対する回答の可否 

    ・ 親族、同居者、知人以外の者からの照会に対する回答又は公表の可否 

 

※ ア～ケの各項目のうち、特定の項目に対してのみ回答又は公表することに同

意しない場合は、省令様式第 1 号の備考欄にその旨の記入を行うよう指導す

る。 

※ 安否情報の照会に対する回答に関する同意については、本人の意思に反して

回答又は公表が行われることのないよう、正確に収集する必要がある。 

※ 被照会者が意識不明者、幼児等である場合、意思確認をする業務上の余裕が

ない場合等においては、積極的な不同意の意思表示がないこと、公益上の必

要性等を踏まえ、以下の意思表示がなされたものと解する（表４－２）。 

この場合、その他個人を識別する情報の自由記入項目に、「意思確認不可」と

入力すること。 

表４－２：回答又は公表に対する同意 

親族・同居者からの照会に対する回答 全ての項目について同意する 

知人からの照会に対する回答 
その他個人を識別する情報及び負傷（疾

病）の項目に限り同意する 

親族・同居者・知人以外からの照会に

対する回答又は公表 
不明 
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【＜照会に対する回答に関する同意＞システムへの入力に当たっての注意点】 

入力時、照会に対する回答の意向について、システム上は、表４－３のとお

り初期値として設定されているため、 必ず各項目について、同意の有無の入力

値を確認すること。 

なお、照会に対する回答の意向が確認できない場合は、初期値のままで報告

することで差し支えない。この場合、その他個人を識別する情報の自由記入項

目に、「意思確認不可」と入力すること。 

 

表４－３ 照会に対する回答及び公表について（初期値） 

 親族・同居者からの照会

に対する回答 

知人からの照会に対

する回答 

親族・同居者・知人以外か

らの照会に対する回答 

フリガナ ○ × × 

出生の年月日 ○ × × 

男女の別 ○ × × 

住所 ○ × × 

国籍 ○ × × 

その他個人を識別する

ための情報 
○ ○ × 

負傷（疾病）の該当 ○ ○ × 

負傷又は疾病の状況 ○ × × 

現在の居所 ○ × × 

連絡先その他必要情報 ○ × × 

※ ○…回答を行う項目（親族・同居者・知人以外からの照会に対する回答欄が○ 

の項目は、事案の状況に応じて回答のほか、公表を行う可能性がある。） 

※ ×…回答又は公表を行わない項目 

 

また、システムは、例えば親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する

回答又は公表に同意しているにもかかわらず、親族・同居者及び知人からの照

会に対する回答に同意していない等の場合は、図４－１のように、当該項目の

チェック欄に色がつき注意を促す機能を有している。このような場合は、同意

の有無について本人に再度確認し、誤りの無いように入力を行うこと。 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

  災対法施行規則第 8条の 3第 3項にしたがって対応すること。ただし、⑧武力攻撃災

害による負傷等は必ず「非該当」のままとすること。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

図４－１ 避難住民・負傷住民入力画面における色つき機能 

 

※ 親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答又は公表に同意しているにもかかわらず、親族・

同居者及び知人からの照会に対する回答に同意していないため、チェック欄に色がつき、同意につい

ての成否についての注意が促される。 
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 ２ 死亡住民に関する安否情報の収集 

【国民保護法施行令】 

（武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理） 

第 24 条 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民（当該市

町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。）があると認めるとき

は、その者について、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならな

い。 

  一 前条第一項各号に掲げる情報 

  二 死亡の日時、場所及び状況 

  三 死体の所在 

２ （略） 

３ 市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死

亡し、又は負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第１項各号に掲げる情報

又は前項に規定する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 

 

（１）安否情報の収集時期 

市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民（当該市町

村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。）があると認めると

きは、その者に関する安否情報の収集を行う努力義務を負う。 

 

※ 都道府県知事については、国民保護法第 94条第２項において、「必要に応じ

て自ら安否情報を収集し」とされており、救援を行う場合等都道府県知事が

安否情報の収集の当事者となるべきときは、自ら安否情報を収集するよう努

めるものとする。 

 

【収集すべき安否情報】 

①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所、⑤国籍（日本国籍を有しな

い者に限る。）、⑥個人を識別するための情報、⑦死亡の日時、場所及び状況、

⑧死体の所在、⑨照会に対する回答に関する同意 

 

※ ⑨照会に対する回答に関する同意については、家族等（配偶者又は直近の

親族を原則とする遺族。以下、同じ。）が記入を行い、併せて同意回答者の

氏名、連絡先、住所、続柄（本人との関係）を収集する。 
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（２）収集する安否情報の内容とシステム入力の留意事項 

※ ①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所、⑤国籍（日本国籍を有しな

い者に限る。）、⑥個人を識別するための情報については、前記１（２）を参

照されたい。 

 

ア 死亡の日時、場所及び状況 

死亡の日時とは、医師が死亡として診断した日時（原則として診断書又は検案

書に死亡日時として記載される日時）又は安否情報の被収集者が明らかに死亡し

ていると認められた日時をいうものとする。ただし、医師が死亡していると診断

した場合以外は、死亡判断は医師の診断によるものではない旨を備考欄に記載す

ること。 

※ 「診断書」とは、死亡者を診察した医師の作成するものであり、「検案書」

とは、死亡者を観察しなかった医師が死亡後に死体を検案して作成するも

のをいう。 

※ 明らかに死亡している場合とは、頚部又は体幹部が離断している場合等、

社会通念上明らかに死亡していると認められる場合が該当する。 

 

死亡した正確な日時及び場所がわからない場合は推定の日時及び場所を収集す

る。また、緊急事態であるため、推定の日時及び場所もわからない場合は発見さ

れた日時及び場所を収集するものとする。この場合、発見された日時及び場所で

あることを明記すること。 

 

※ 死亡の推定としては、死亡した数人中その１人が他の者の死亡後もなお生

存していたことが明らかでないときに、これらの者が同時に死亡したもの

と推定する場合等が該当する。 

 

状況とは、死亡の医学的根拠の詳細などを意味するものではなく、例えば、「爆

発に巻き込まれて死亡」、「銃弾があたって死亡」等、どのような状況下で死亡し

たかの概略程度を収集する。 

 

【＜死亡の日時、場所及び状況＞システムへの入力に当たっての注意点】 

① 死亡の日時について、時分等が不明の場合は、空欄とすること。 

     ② 死亡の判断が医師の診断によるものではない場合は、その他個人を識別す

る情報欄に「診断書等無し」と入力すること。 

③ 発見された日時及び場所を入力する場合は、「その他個人を識別する情報」

欄に「発見された日時及び場所」を入力すること。 
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イ 遺体が安置されている場所 

死亡した者の遺体が現在、安置されている場所（施設等の名称及び住所等）を

収集する。警察・病院等で収集を行う場合、情報の統一性を確保するため、地域

の実情に併せ、記入すべき施設の名称等を統一しておくことが望ましい。 

   また、火葬又は埋葬された焼骨など遺骨・遺灰の状態となったものの所在をも

含むものである。 

  

【＜死体の所在＞システムへの入力に当たっての注意点】 

    同じ施設に安置されている場合、死体の所在の入力についても同一の情報を

入力すること。 

 

   ウ 照会に対する回答に関する同意 

     遺族（配偶者又は直近の直系親族を原則とする遺族。）が記入を行い、併せて同

意回答者の氏名、連絡先、住所、続柄を収集する。家族等に意思確認をする業務

上の余裕が無い場合、記入漏れの場合等においては、その他個人を識別する情報

の自由記入項目に「意思確認不可」と入力すること。 

また、親族・同居者・知人以外からの照会に対する回答又は公表に対する同意

は「不明」と入力すること。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

  災対法施行規則にいう被災者の「負傷又は疾病の状況」については、生死の別につい

ても含むものとしている。また、この中には、国民保護の場合でいう「死亡の日時、場

所、状況、死体の所在」も含まれる。 

  システムへの入力については、基本的に国民保護の場合と同様に行うことが望ましい。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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３ 安否情報の収集方法 

【国民保護法施行令】 

 （安否情報の収集及び報告の方法） 

第 25 条 法第 94 条第１項の規定による安否情報の収集は、市町村が保有する資料の調

査、法第 62 条第１項の規定により避難住民を誘導する者による調査又は都道府県警察、

消防機関、医療機関その他の関係機関に対する照会その他これらに準ずる方法により行う

ものとする。 

２ （略） 

 

（１）安否情報の収集の基本的な考え方 

安否情報の収集については、表４－４の考え方を基本とする。 

 

表４－４ 安否情報収集の考え方 

安否の別 住民の別 収集の考え方 

安情報 避難住民 

避難所等において、省令様式により避難者の情報収集を行うことを

原則とする。極力、各避難所等において避難住民等の協力を得て入

力が完結されることが望ましい。 

否情報 

負傷住民 

医療機関より収集することが有効である。医療機関搬送後に医療機

関において作成される災害用患者リスト等を活用することが想定

される。 

死亡住民 
警察から収集することが有効である。遺体収容後に警察機関におい

て作成される文書等を活用することが想定される。 

 

※「安」情報（避難住民の情報）については、各個人の自助や各民間事業者等の安

否提供システムを安否確認の基本としつつ、それを保管する形で国民保護法に

基づく「安」情報の照会・回答が位置づけられるため、システムへの入力にあ

たっては、「否」情報を優先して行う。ただし、避難住民の情報（人数、要介護

者数等）を把握することは、国民保護法上の救援（食品、被服、寝具、医療の

提供等）を行うに当たり、必須の情報であるため、可及的速やかに収集に努め

ることが重要である。 

※「否」情報（負傷住民又は死亡住民の情報）については、入手先の病院又は警察

において、これまでのルールに則り、第 1 次的に提供がなされることとなるた

め、地方公共団体においては、それを補完する形での照会・回答がなされるこ

ととなる。 

※ 安否情報の収集は、収集すべき項目の全てが判明していなくても、当面判明し

た情報のみを収集すること。 
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（２）省令様式による収集 

【安否情報省令】 

（安否情報の収集方法）  

第１条  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 （平成 16 年法

律第 112号。以下「法」という。）第 94 条第１項 及び第２項 （法第 183 条 におい

て準用する場合を含む。）の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害に

より負傷した住民については様式第一号を、武力攻撃災害により死亡した住民について

は様式第二号を用いて行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、地方公共団体の

長が適当と認める方法によることができる。 

 

安否情報の収集は、原則として安否情報省令第１条に基づき、省令様式第１号及

び省令様式第２号を用いて行う。 

省令様式が準備できない場合、関係機関からの情報収集を行った場合等、やむを

得ない場合は、地方公共団体の長が適当と認める方法によることができるが、その

場合にあっても、以下の各項目について収集する必要がある。 

 

 ①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所、⑤国籍（日本国籍を有しな

い者に限る。）、⑥個人を識別するための情報、⑦死亡の日時、場所及び状況、

⑧死体の所在 

 

※ 記入を行った省令様式については、一定期間保存する必要があり、個人情

報として、条例に基づいた管理が必要である。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

 安否情報の収集方法は各地方公共団体の任意である。システムへの入力事務の円滑化

のため、安否情報省令における収集様式（図４－２）を示すので、活用されたい。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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※ 省令様式第１号 

      避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民について収集を行う。 

         

図 ４－２ 省令様式第１号 
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    ※ 省令様式第２号 

      武力攻撃災害により死亡した住民について収集を行う。 

          

図４－３ 省令様式第２号 
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ア 被収集者への説明 

安否情報の収集を行う際、個人情報保護の観点から、当該収集する安否情報の

利用目的を明確にする必要があるため、以下について被収集者への説明を行うこ

と。 

 

    ≪様式第１号・第２号共通≫ 

・国民保護法第９４条第１項の規定に基づき実施するものであること。 

・国民保護法第９５条第１項の規定に基づく安否情報の照会に対する回答には、

個人情報の保護に十分留意しつつ、回答の意向に沿って利用すること。 

・国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難残留者の確認事務のため、

行政内部で利用することがあること。 

・記入情報の収集、パソコンへの情報の入力、回答等の際に企業や個人に業務委

託する場合があること。 

・照会者の親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を

行うこと。また、知人とは、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する

者であること。 

 

    ≪様式第２号のみ≫ 

    ・原則として、親族・同居者・知人からの照会があれば回答をするものであるこ

と。 

 

   イ 記入の介助 

幼児、重度認知障患者、負傷者、意識不明者等で本人が記入できない場合等に

おいては、地方公共団体の職員が記入の介助を行う。また、本人又は家族等の同

意を得た場合は代理記入を実施する。 

 

   ウ 住民等の協力 

省令様式の配布・回収、入力については、極力、各避難施設において避難住民

等の協力を得て入力が完結されることが望ましい。 

地方公共団体の職員だけで対応することが難しい場合等において、避難住民の

中から情報入力者を選択する場合は、自治会や自主防災組織の役員等のように平

時より行政側との関係がある者等を選択し、当該入力者に個人情報の取扱につい

ての説明を行った上で、守秘義務遵守の宣誓書にサインをしてもらう等の措置を

行うことが適当である。住民等の協力は自発的な意思にゆだねられるものであっ

て、その要請にあたって強制にわたることがあってはならない。 
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＜参考＞ 

住民等の協力の例 

 

 安否情報の収集及び入力事務について、住民等の協力を得る場合は、平素より例え

ば以下のような流れで協力体制を構築しておくことが望ましい。 

 

① 自治会や自主防災組織の役員のように平時より行政側との関係がある者等を選択

し、安否情報事務についての協力について協議をしておく。 

 ＜協議しておくべき事項＞ 

 ・ 安否情報の収集及び入力事務に協力することができる住民の募集に関する事項 

 ・ 安否情報の収集及び入力事務に関する説明会及び訓練の開催に関する事項 

 ・ 個人情報の取り扱いに関する研修及び守秘義務遵守の宣誓書へのサインに関す

る事項 

 

② 安否情報の収集及び入力事務に協力する住民に対し、安否情報の収集及び入力事務

に関する説明会、個人情報の取り扱いに関する研修等（以下、説明会等という。）

を実施する。 

※ 住民参加型の国民保護訓練等の機会を利用して実施することが有効である。 

 ＜説明会等において説明すべき事項＞ 

 ・ 国民保護の制度及び国民保護措置の概要に関する事項 

 ・ 安否情報事務の流れに関する事項 

 ・ 個人情報の取扱に関する事項 

・ 安否情報の収集様式及びその記入方法に関する事項 

 ・ 安否情報の提供と本人の同意の関係に関する事項 

 ・ システムの操作方法に関する事項 

 

③ 安否情報の収集及び入力事務に協力する住民に、守秘義務遵守の宣誓書へサインし

てもらう等の措置を講じておく。 

 

④ 住民参加型の国民保護訓練等の機会を利用して、平素より安否情報の収集及び入力

訓練を実施しておく。 

 

※ 実際に安否情報事務を実施する際には、再度、安否情報事務及び個人情報の取扱

について説明を行った上で実施することが望ましい。 

 

（３）市町村が保有する資料の調査 

市町村が保有する資料としては、住民基本台帳、外国人登録原票など、平素から

市町村が行政事務の円滑な遂行のために保有している情報が想定される。これらの

資料により、円滑に事務を遂行することが望ましい。 
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（４）避難住民を誘導する者による調査 

住民の避難方法として、バス・鉄道・船舶等による避難が想定されるが、乗車前

や乗車後移動中に、乗客名簿を作成することなどにより調査を行うことも可能であ

る。 

ただし、武力攻撃事態等という極限状況であることから、住民の避難誘導時に安

否情報を収集することには限界があることを踏まえ、避難施設等の出入りの際に、

省令様式への記入依頼等を実施し、施設等に避難した住民について漏れのないよう

に収集を行う必要がある。 

 

（５）システムへの入力の留意事項 

  システムへの情報入力にあたっては、入力情報量が膨大で、処理が追いつかない   

場合等においては、①氏名、②住所、③生年月日、④男女の別、⑤現在の居所、⑥

情報提供に係る同意・不同意のみを先行して入力し、最低限度必要な回答を可能と

する情報入力を行い、報告を行う。この場合、他の情報は事後的速やかに入力し、

情報を更新すること。 

また、収集すべき項目の全てが判明してから入力するのではなく、当面判明した

事項のみを先行して入力し、報告すること。この場合、事後、追加的に判明した事

項を入力し、情報を更新すること。 
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（６）関係機関に対する照会 

【国民保護法】 

第 94 条 第１項 （略） 

２ （略） 

３ 安否情報を保有する関係機関は、前二項の規定による安否情報の収集に協力するよ

う努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察、消防、医療機関等の関係機関は、（市町村長による）安否情報の収集に協力

する努力義務を負う。 

    関係機関との役割分担及び協力の具体的な方法について予め協議を行い、協力体

制を構築しておくことが必要である。 

安否情報の収集及び入力に関して、収集した安否情報を市町村庁舎等に集約して

入力する方法のほか、様々な方法が考えられる。 

 

（例）安否情報を別手段により市町村又は都道府県の庁舎等に集約し、市町村職員又

は都道府県職員が LGWAN に接続した端末から入力する方法 

 

関係機関と予め協議し、周知すべき事項について表４－５に示す。 

 

表４－５ 関係機関と予め協議し、周知すべき事項 

協力体制の内容 予め協議し、周知すべき事項 

安否情報の収集場所の提供 安否情報収集事務の内容の周知 

安否情報の収集 

（※１） 

既存の書式の確認、その他の必要事項の確認、

入力以外の情報提供方策、情報提供頻度、情

報提供連絡先、各地域における具体的な連携

方策や業務内容等 

【災害対策基本法】 

第 86 条の 15 第 1項 (略)  

２  （略）  

３  （略）  

４  都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による回答を適切に行い、又は当該回

答の適切な実施に備えるため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長、消

防機関、都道府県警察その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めること

ができる。 
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安否情報の収集 

（※２） 

収集様式、その際の留意点、入力以外の情報

提供方策、情報提供頻度、情報提供連絡先、

各地域における具体的な連携方策や業務内容

等 

安否情報の収集及び入力 上記に加えて、入力者、入力端末、入力アク

セス権限の管理、安否情報システム概要等 

 

   ※１ 関係機関からの収集は関係機関が利用している既存の書式によって行い、シ

ステムへの入力は地方公共団体が行う。既存の書式として、システムの安否

情報 CSV 取込様式を用いることが有効である。 

   ※２ 関係機関における収集は省令様式によって行うことが望ましい。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

 地方公共団体間で情報のやりとりを行う場合、法 86 条の 15 第 4 項による情報提供

の求めが必要である。関係機関との情報のやりとりについては、システムの安否情報CSV

取込様式を用いることが有効である。 

 市町村が他の都道府県に情報提供を求める際は、都道府県を介して行うことが有効で

ある。 

 

(例) 

 ① 被災市町村は、その所属する都道府県に対し、当該都道府県内市町村及び他都道

府県に対する情報提供の求めを依頼する。 

 ② 被災都道府県は、管内の市町村からの依頼に応じ、又は自ら当該都道府県内及び

他都道府県に対して情報提供を求める。 

 ③ 被災者に関する情報提供の求めを受けた地方公共団体は、CSV データにより、収

集した情報を被災都道府県に提供する。 

 ④ 情報提供を受けた被災都道府県は、提供された情報を被災市町村ごとに区分し、

CSVデータによりそれぞれ該当する被災市町村に情報提供する。 

 ⑤ 情報提供を受けた被災市町村は、提供された CSV データをシステムに一括して取

り込む。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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４ 安否情報の整理 

【国民保護法施行令】 

（避難住民に関する安否情報の収集及び整理） 

第 23 条 市町村長は、法第五十四条第二項に規定する避難の指示を伝達したときは、法

第 62 条第 1項の規定により法第 148条第 1 項の避難施設又は法第 75条第 1項第 1

号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民につい

て、速やかに、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 

（各号略） 

２ 前項に規定するもののほか、同項の市町村長は、同項に規定する避難住民について、

法第 69 条第 1 項の規定による避難住民の復帰のための措置を終了するまでの間、継続

的に、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 

（各号略） 

３ 法第 54条第 6 項（法第五十八条第六項において準用する場合を含む。）の規定により

避難住民を受け入れた市町村長は、当該市町村の区域内に所在する法第 148 条第 1 項

の避難施設及び法第 75条第 1項第 1 号の収容施設に滞在する避難住民について、第 1

項の市町村長と協力して、同項各号及び前項各号に掲げる情報を収集し、及び整理する

よう努めなければならない。 

４ 前 3 項に規定するもののほか、市町村長は、次のいずれかの事実を知ったときは、当

該事実に係る避難住民（第 1 項及び前項に規定する避難住民を除く。）について、第 1

項各号及び第 2項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 

（各号略） 

 

【国民保護法施行令】 

（武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理） 

第 24 条 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民（当該市

町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。）があると認めるとき

は、その者について、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 

（各号略） 

２ 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民（当該市町村の

住民以外の者で当該市町村の区域内に在るものを含む。）があると認めるときは、その者

について、前条第 1 項各号及び第 2項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努

めなければならない。 

３ 市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死

亡し、又は負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第 1 項各号に掲げる情報

又は前項に規定する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。 
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収集した安否情報の整理方法については、特段法令上に詳細な定めは置かれていな

い。市町村長にあっては、都道府県知事へ報告しやすいよう、また、照会に対して回

答しやすいように、その状況下に応じて適宜整理をしておくということである。 

整理事務においては、本ガイドラインの趣旨を踏まえ、本来除去すべきでない個人

情報を誤って除去することがないよう、適切に実施することが必要である。 

 

（１）安否情報の整理時期 

行政機関として最新の安否情報の把握に努めるため、避難所や医療機関等の状況

（避難住民の数や負傷住民の負傷の程度等）が時間とともに変化することに留意し、

安否情報の整理は、安否情報の収集及びシステムの入力を行う度に実施することを

原則とする。ただし、原則として、迅速性を優先して、システムの自動重複除去機

能を用いた整理以外の整理については、報告後に行うこととする。 

 

【システム運用上のルール】 

     システムを利用した安否情報事務においては、整理事務の効率的な実施のため、

以下のルールを設ける。 

① 入力事務の一時停止 

   収集した安否情報の入力が完了し、整理を開始する時は、整理担当者はシス

テムの重複検索画面「登録・報告の受付停止ボタン」を押すことにより、自団

体からの登録について受付を停止することができる。整理終了後は、同画面の

「登録・報告の受付停止の解除ボタン」を押すことにより、自団体からの登録

について受付停止が解除される。 

 

図４－４ 入力事務の一時停止 
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。
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② 報告事務の一時停止 

      収集した安否情報の入力が完了し、更に報告元団体から報告を受け整理を開

始する時は、整理担当者は、システムの重複検索画面「登録・報告の受付停止

ボタン」を押すことにより、報告元団体からの報告について受付を停止するこ

とができる。整理終了後は、同画面の「登録・報告の受付停止の解除ボタン」

を押すことにより、報告元団体からの登録について受付停止が解除される。 

 

図４－５ 報告事務の一時停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－６ 報告元団体と報告先団体 

報告元団体 報告先団体 

市町村 都道府県 

都道府県 消防庁 
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。
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（２）同一人物であることの判断 

収集した 2 つ以上の安否情報について、それが同一人物であると判断される場合

には、当該安否情報についての整理を行う。 

同一人物の判断は、４情報（①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所）の

一致により行う。４情報が全て判明しており、かつ、完全に一致している場合につ

いては、同一人物であると判断する。ただし、４情報の一部が判明していない場合

や、４情報の内、一致する項目は存在するものの、その全てが完全に一致しない場

合については、当該安否情報の入力担当者に連絡を取り、誤入力や入力漏れ等が確

認されたときのみ、同一人物であると判断する。 

 

表４－７ 同一人物であることの判断 

 同一人物であることの判断 

４情報が全て判明しており、か

つ、完全に一致している場合 
同一人物であると判断 

４情報の一部が判明していない

場合や、４情報の内、一致する

項目は存在するものの、その全

てが完全に一致しない場合 

当該安否情報の入力担当者に連絡を取

り、誤入力等、明確に同一人物であるこ

とが確認できた場合のみ、同一人物であ

ると判断 

 

（例）住所については、地番まで含めた全ての情報について完全に一致している者

のみを同一人物として判断する。したがって、以下の例の場合は同一人物と

は判断しない。 

 

 安否情報A 安否情報 B 

氏名 消防 太郎 消防 太郎 

出生の年月日 平成 16年 6月 18 日 平成 16年 6月 18 日 

男女の別 男 男 

住所 東京都千代田区霞ヶ関 2 丁

目 

東京都千代田区霞ヶ関２丁

目 1 番 2 号 
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（３）安否情報の整理方法 

   ア 情報の更新 

     同一人物であると判断された情報については、記入日時の新しいものに更新す

る。情報の更新を行う場合として、以下の場合等が考えられる。 

(ｱ) 不明であった①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所が判明した場合 

(ｲ) 国籍不明者の国籍が判明した場合 

(ｳ) 個人を識別するための情報に新しい情報が追加された場合 

(ｴ) 居所、負傷又は疾病の状況、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情

報が変化した場合 

(ｵ) 照会に対する回答に関する同意について、本人の意思が変化した場合 

(ｶ) 避難住民又は負傷住民が死亡した場合 

(ｷ) 死亡の日時、場所及び状況について新しい情報が追加された場合 

(ｸ) 死体（遺骨・遺灰の状態となったものを含む。）の所在が変化した場合 

(ｹ) 誤情報の訂正がなされた場合 

 

    ※ ４情報（①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所）について、新しい

情報が追加された場合は、入力担当者に確認し、同一人物であることが明確

となった場合のみ、情報の更新を行う。 

 

   イ 避難住民又は負傷住民の退去 

     退去とは、避難住民又は負傷住民が避難所や医療機関等、それまで滞在してい

た場所から退出することをいう。以下の場合等が想定される。 

 

(ｱ) 避難住民が別の避難所に移った場合 

(ｲ) 避難住民が、要避難地域でない地域にある避難所近くの親族、友人の自宅等

に移った場合 

 

 【システムを用いた安否情報の更新】 

      システムに蓄積される安否情報については、ロール【整理・報告】 を使用し

て、既存のデータの更新を行うことができる。（操作説明書参照）報告先団体へ

報告済みの安否情報を更新した場合には、更新した安否情報を再度報告する必

要がある。 
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     ① 自動重複除去機能による更新 

システムに入力された安否情報については、４情報が全て入力されている

情報で、かつ完全に一致している情報が重複している場合は、以下の規則に

より、自動重複除去され、更新がなされる。 

     ・ ４情報が同じで、かつ、記入日時も同じであるが、受信日時が異なる場

合は、受信日時が新しい安否情報を残し、古い安否情報を除去する。 

・ ４情報が同じで、記入日時が異なる場合、受信日時の新旧の順と同じで

あれば、自動で記入日時が新しい安否情報を残し、古い安否情報を除去

する。 

（例１）自動重複削除が行われる例 

 記入日時 受信日時 

安否情報１ 同 古 

安否情報２ 同 新 

 

（例２）自動重複削除が行われる例 

 記入日時 受信日時 

安否情報１ 古 古 

安否情報２ 新 新 

 

（例３）自動重複削除が行われない例 

 記入日時 受信日時 

安否情報１ 古 新 

安否情報２ 新 古 

      ※ この場合、入力担当者に連絡を取り、誤入力等の有無を確認すること。 

 

 ② 手動削除による更新 

       手動削除による更新は、以下の場合において、同一人物であることが明確

に判断された場合のみ行う。 

 

・ 明らかに同一人物であるが、入力方法が異なる場合 

      （例） 

→ 住所表記で「霞が関」、「霞ヶ関」や「四谷」、「四ツ谷」等の違い 

→ 地番等について、「一丁目二番三号」、「１-２-３」等の入力方法の違い  

（システムへの住所の入力については、原則、町丁字欄に「○丁目」、地

番欄に「○番○号」（○には半角のアラビア数字を入力）と修正を行うこ

と。） 
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・ 2以上の安否情報について、同一人物であることが疑われる場合 

       → 誤記入等が無いかを入力担当者又は報告元団体に確認すること。 

・ 避難住民が死亡した場合 

       → 報告元団体において、避難住民として登録されていた安否情報の削除

を行うとともに、死亡住民として改めて入力を行う。この場合報告元団

体は、報告先団体に対し避難住民として登録していた安否情報が死亡住

民に更新された旨を連絡すること。 

 

なお、４情報のうちの２情報（「氏名」及び「出生の年月日」）が同一の安否

情報については、同一人物であることが疑われるものとして、入力又は報告さ

れた安否情報が整理・報告画面に表示される際、色がついて表示される。 

※ 手動削除機能の操作の詳細については、操作説明書を参照されたい。 

 

図４－６ システムにおける色つき機能 

 

・ 削除したい情報が報告先団体への報告前の情報である場合は、整理・報告

画面から当該情報の削除を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名・生年月日が同じ

安否情報は、色がつい

て表示される。 
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図４－７ 整理・報告画面での削除 

 

 

 

・ 削除したい情報が既に報告先団体へ報告済の情報であった場合は、整理・

報告画面に当該情報が表示されない。この場合は、安否検索／回答書作成

／ダウンロード画面において専用領域内から当該情報を特定し、避難住

民・負傷住民照会画面又は死亡住民照会画面において削除を行う。 

この方法で削除した安否情報は、整理・報告画面において、当該安否情

報に「削除」と付記されて表示される。報告元団体は、この情報を報告先

団体へ報告する。 

 

図４－８ 避難住民・負傷住民照会画面又は死亡住民照会画面で 

削除した場合の整理・報告画面の表示 

  

①削除する安否

情報の選択にチ

ェック（☑）する。 
②削除ボタンを

クリック。 

避難住民・負傷住民照会及び死亡住民

照会画面で専用領域の安否情報を削

除した場合、削除と表示されます。 



53 

 

※ 「削除」表示がなされたものが報告されてきた場合、報告を受けた団体

は、当該情報の詳細を保存（記録）した上で、報告先団体へ報告を行う

こと。その上で、システムの専用領域（自団体のみが閲覧・検索できる

データベース領域）内に保存されている当該情報を削除し、「削除」と付

記された情報について再度報告先団体へ報告すること。） 

 

※ 報告元団体から報告された「削除」情報を報告するだけでは、システム

の専用領域（自団体のみが閲覧・検索できるデータベース領域）におけ

る当該情報の削除は行われない。これを削除するには、別途、避難住民・

負傷住民照会画面又は死亡住民照会画面からの削除を行う必要がある。 

 

        図４－９ 団体間を連携した手動削除の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※ 照会画面：避難住民・負傷住民照会画面又は死亡住民照会のこと。 

      ※ 入力担当者又は報告元の団体へ連絡を取り、同一人物であることが明確

に判断された場合のみ削除を行う。 

 

③ 退去情報の入力 

避難住民・負傷住民が避難所や医療機関等、それまで滞在していた場所か

ら移動した場合は、その事実及び年月日をシステムに登録する。 

システムの退去選択機能を用いて退去情報が入力された場合、整理・報告

画面の状態欄で「退去」が表示される。「退去」表示がなされたものを報告先

団体（市町村にあっては都道府県、都道府県にあっては消防庁）へ報告する。 

※ 退去選択機能の操作の詳細については、操作説明書を参照されたい。 
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              図４－１０ 「退去」の表示 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

 任意の時期に、上記（２）同一人物であることの判断及び（３）安否情報の整理方法

を参考に、同一人物に関する情報を記入日時の新しいものに更新すること。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

状態欄に「退去」と表示

される。 
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５ 安否情報の報告 

【国民保護法施行令】 

（安否情報の収集及び報告の方法） 

第二十五条 第 1 項 （略） 

２ 法第九十四条第一項の規定による安否情報の報告は、書面（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。）の送

付その他の総務省令で定める方法により行うものとする。 

 

【安否情報省令】 

（安否情報の報告方法） 

第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六

年政令第二百七十五号。以下「令」という。）第二十五条第二項（令第五十二条におい

て準用する場合を含む。）の総務省令で定める方法は、法第九十四条第一項及び第二項

（法第百八十三条において準用する場合を含む。）に規定する安否情報を様式第三号に

より記載した書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録を含む。以下同じ。）の送付とする。ただし、事態が急迫

している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法

によることができる。 

 

（１）安否情報の報告時期 

市町村長は、都道府県知事に対し、「適時に」、収集・整理を行った安否情報を報

告する義務を負う。「適時に」とは、断片的な安否情報が得られるたびに逐次に報告

する必要はないが、国民等からの安否情報に対する照会に適切に答えることができ

るよう報告するという趣旨である。また、都道府県知事は報告を受け、又は収集・

整理を行った安否情報を総務大臣に対し「遅滞なく」、報告する義務を負う。  

 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%98%5a%90%ad%93%f1%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%95%90%97%cd%8d%55%8c%82%8e%96%91%d4%93%99%82%c9%82%a8%82%af%82%e9%8d%91%96%af%82%cc%95%db%8c%ec%82%cc%82%bd%82%df%82%cc%91%5b%92%75%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%98%5a%90%ad%93%f1%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%98%5a%90%ad%93%f1%8e%b5%8c%dc&REF_NAME=%97%df%91%e6%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005200000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005200000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005200000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%98%5a%96%40%88%ea%88%ea%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%95%53%94%aa%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000
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（２）安否情報の報告方法 

安否情報の報告は、書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録を含む。）の送付その他の総務省令で定め

る方法により行うものとされている。 

 

ア システムを利用した安否情報の報告 

システムによる安否情報の報告は、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録による書面を用いた報告」

に該当する。 

報告元団体からの報告（報告年月日）は、システムメニューの報告履歴によっ

て確認することができる（図４－１１参照）。報告履歴を定期的に確認し、管内の

報告作業の進捗状況の把握に努めること。 

 

     図４－１１ 報告履歴 

 

 

報告のあった安否情報を報告

先団体に報告していない場合

は、色付きで表示される。 
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イ システムが利用できない場合の安否情報の報告 

     システムが利用できない場合の安否情報の報告は、省令様式第３号により行う

（図４－１２参照）。報告方法は、様式第３号により記載した書面（電子的方式、

磁気的方式その他個人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録を含む。）の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法に

よることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。こ

の場合は、個人情報保護の観点から、利用可能な伝達手段のうち、最もセキュリ

ティの高い手段を選択し、実施すること。 

     なお、システムを利用せずに安否情報事務を実施する場合は、必要に応じ、消

防庁からその旨連絡する。 

 

図４－１２ 安否情報報告書（省令様式第３号） 

 

 

 

 

※ 一部の団体についてシステムが利用できない場合には、近隣の地方公共団

体に協力を仰ぎ、その団体の端末を利用させてもらう等、代替場所として

業務を行える場所を確保することも有効である。 
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第５ 安否情報の提供 

【国民保護法】 

（総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供） 

第 95 条 総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報につ

いて照会があったときは、速やかに回答しなければならない。 

２ 前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留

意しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安否情報の提供にあたっての基本的な考え方】 

安否情報の提供の公益上の意義とは、災害の規模等を勘案して、本人の安否を家族

等に迅速に伝えることによる本人や家族等の安心や生命、身体又は財産の保護等に資

することである。 

国民保護法第 95条第２項の規定により、安否情報の提供を行うにあたっては、個人

の情報の保護に十分留意することが求められる。個人情報保護法令は個人情報を有効

に活用しながら必要な保護を図ることを目的としており、個人情報の有用性を理解し、

必要な保護を図りつつ、できる限り国民一人ひとりの利益となるような安否情報事務

の運用を行うことに留意する必要がある。 

 

※ 個人の情報の保護の解釈基準としては、国民保護法令及び本ガイドラインの他、

行政機関個人情報保護法や個人情報保護法及び個人情報保護条例等における解釈

や具体的な運用基準等を拠り処とすること。 

※ 安否情報の提供については、武力攻撃事態等や武力攻撃災害等の状況を踏まえ、

警報の伝達、避難誘導、人命救助等の国民の生命・身体・財産の保護に関係する

国民の保護のための措置の実施状況を勘案し、その緊急性や必要性を踏まえて行

う。武力攻撃事態等という極限状況の中で行う措置であることから一定の限界が

あり、住民の避難誘導や避難住民等の救援などの国民の保護のための措置の実施

に支障のない限度においてできる限り行えば、その努力義務は果たされるもので

ある。 

【災害対策基本法】 

第 86 条の 15  都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災

害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に

関する情報（次項において「安否情報」という。）について照会があつたときは、回答する

ことができる。  

２  （略）  

３  （略）  

４  （略） 
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１ 安否情報の提供のための情報共有及び安否情報の提供主体 

【安否情報省令】 

（安否情報の提供） 

第５条 総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村（特別区を含む。以下同じ。）の

長が法第 95条第 1項の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるように

するため、法第 94 条第 2 項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答

に必要な情報を、都道府県知事及び市町村の長に対し、書面により提供すること

とする。 

 

（１）安否情報の提供のための情報共有 

システムを利用した安否情報事務においては、総務大臣は、システムにより法第

94 条第 2 項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を、都

道府県知事及び市町村の長に対し提供する。地方公共団体においては、システムを

用いて全国共用データベースから必要な情報を検索することによって当該情報を得

ることとなる。 

情報共有は、全国の地方公共団体において検索・閲覧することができる共用領域

に、各都道府県から報告された安否情報のデータを移行させる作業を、消防庁にお

いて行うことによって実施する。消防庁は、当該作業を行った場合、地方公共団体

にその旨を連絡する。 

なお、被災等の理由により、安否情報システムが利用できない場合は、個人情報

保護に留意しつつ、セキュリティと利便性を考慮しながら最も適切と考えられる方

法により、当該時点で有する情報伝達手段を選択して、消防庁から地方公共団体へ

の情報提供を行う。 

 

（２）安否情報の提供主体 

総務大臣及び地方公共団体の長は、安否情報について照会があったときは、速や

かに回答を行う義務がある。この場合、総務大臣及び地方公共団体の長は、安否情

報システムにより共有した安否情報について回答を行う。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

都道府県知事又は市町村長は、当該災害の被災者の安否に関する情報について照会が

あつたときは、回答することができる。この場合、災対法 86 条の 15 及び施行規則 8

条の 3 に規定する必要事項が満たされている限りにおいては、その実施手段までを特定

するものではない。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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２ 安否情報の照会方法 

【国民保護法施行令】 

（安否情報の提供） 

第26条 法第95条第１項の規定により安否情報について照会をしようとする者は、

照会をする理由、その氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに照会に係る者を特定するために必要

な事項を明らかにしなければならない。 

２・３ （略） 

４ 前三項に定めるもののほか、安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項

は、総務省令で定める。 

 

【安否情報省令】 

（安否情報の照会方法）  

第３条  法第 95 条第１項 （法第 183 条 において準用する場合を含む。次条にお

いて同じ。）の規定による安否情報の照会は、令第 26 条第１項 （令第 52条 にお

いて準用する場合を含む。）に規定する事項を様式第四号 により記載した書面を総

務大臣又は地方公共団体の長に提出することにより行うものとする。ただし、安否

情報の照会を緊急に行う必要がある場合、安否情報について照会をしようとする者

が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合には、口

頭、電話その他の方法によることができる。 

２・３ （略） 
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【災害対策基本法施行規則】 

（安否情報の提供等）  

第 8 条の 3 

法第 86条の 15 第 1項 の規定により安否情報について照会をしようとする者（以

下この条において「照会者」という。）は、都道府県知事又は市町村長に対し、次の各

号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。  

一  照会者の氏名、住所（法人その他の団体にあつてはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）その他の照会者を特定するために必要な事項  

二  照会に係る被災者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別  

三  照会をする理由  

２  照会者は、前項の規定により明らかにした同項第一号に掲げる事項が記載されて

いる運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律 （平成 25 年法律第 27 号）第 2 条第 7 項 に

規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法 （昭和 26年政令第 319 号）

第 19 条の 3 に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を

離脱した者等の出入国管理に関する特例法 （平成 3 年法律第 71号）第 7 条第 1

項 に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交

付された書類であつて当該照会者が本人であることを確認するに足りるものを提

示し、又は提出しなければならない。ただし、照会者が遠隔の地に居住している場

合その他この方法によることができない場合においては、都道府県知事又は市町村

長が適当と認める方法によることができる。  

３  （略）  

４  （略） 
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安否情報事務の実施に際し、地方公共団体においては、適切な安否情報の照会が行

われるよう住民に対し、次の事項について、周知等を行うこと。 

 

① 安否情報の照会は、原則として、所在する市町村の照会窓口その他訪問可能

な近隣の照会窓口にて様式第４号（図５－１）を提出することにより行うこと

（ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合、安否情報について照

会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によること

ができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。）。 

② 電話等による照会は、本人確認等を迅速に行うため、特段の理由がない限り、

住所地所在市町村に直接行うこと。 

③ 安否情報の照会にあたっては、本人確認が必要になること（照会窓口での照

会にあっては、必要書類等（原則として、運転免許証、住民基本台帳カード等

の身分証明書）を持参すること。）。 

④ 電話等による照会の場合は、本人確認等に時間を要すること（早期確認が必

要な場合等は、照会窓口において照会を行うこと。）。 

⑤ 安否情報の回答は、個人の情報の保護に十分留意して行うこととなるため、

本人が回答してほしくない旨を意思表示している場合等において、回答を行わ

ない場合があること。 

⑥ 国民保護法に基づく安否情報の対象者は、避難住民及び武力攻撃災害により

死亡し又は負傷した住民の安否に関する情報であり、これらの者以外の行方不

明者や連絡不明者等を対象としていないこと。 

⑦ 民間サービスの活用も有効であること。 

⑧ 照会窓口の所在、対応可能時間、連絡先等必要事項 

 

※ 被災地以外の地方公共団体における回答事務（窓口や電話等）については、

通常業務時間における対応を基本とする。ただし、必要に応じ、地方公共団

体の判断により、夜間・休日等における対応措置を講じることを妨げない。 
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（１）省令様式による照会 

安否情報の照会をしようとする者は、原則として、安否情報省令の様式第４号の

安否情報照会書に必要な事項を記載した書面を提出することにより行う。このため、

地方公共団体においては、安否情報の照会窓口を設置する必要がある。 

 

※ 円滑な事務の実施のため、照会窓口は提供（照会・回答）端末の近くに設置す

ることが望ましい。 

※ 記入を行った省令様式については、一定期間保存する必要があり、個人情報と

して、条例に基づいた管理が必要である。 

 

図５－１ 省令様式第４号（安否情報照会書） 
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（２）省令様式以外の方法による照会 

省令様式第 4 号の安否情報照会書の提出による照会が行うことができない場合に

は、口頭、電話その他の方法によることができる。以下の場合等が該当する。 

 

    ・安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合 

    ・安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合 

・字が読めない、書けない等の理由により、照会者による省令第 4 号の安否情報

照会書の作成ができない場合 

 

     これらの場合は、照会者に対し、以下の情報を確認すること。また、照会者の

情報と照会者に回答した内容について記録を作成し、一定期間保管しておくこと。 

① 照会者（申請者）の住所又は居所（法人の場合は主たる事業所の所在地） 

② 照会者（申請者）の氏名（法人の場合はその名称及び代表者の氏名） 

③ 照会をする理由（被照会者の親族又は同居人又は、被照会者の知人（友

人、職場関係者及び近隣住民）であるため、その他の理由） 

④ 照会者の本人確認のために必要な情報 

⑤ 被照会者を特定するための情報（被照会者の氏名、フリガナ、出生の年

月日、男女の別、住所、国籍、その他個人を識別する情報） 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

 災対法では、施行規則 8 条の 3第 1項各号において、照会時に都道府県知事又は市町

村長に対して明らかにしなければならない事項は規定しているものの、その照会方法ま

では規定しておらず、書面によるほか、地方公共団体の窓口における口頭による照会、

電話による照会等も可能である。 

 また、システムを活用する場合は、国民保護法における総務省令様式第 4 号（図５－

１）を参考にされたい。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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３ 本人確認及び被照会者の特定 

【安否情報省令】 

（安否情報の照会方法） 

第３条 第１項 （略） 

２ 法第 95 条第１項（法第 183 条において準用する場合を含む。次条において同

じ。）の規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載され

ている氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転

免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７

項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付さ

れた書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りる

ものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、

当該書類を提示し、若しくは提出することができない場合又は前項ただし書きの場

合にあっては、当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するために総務

大臣又は地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。 

３ 前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会

する者が本人であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公

共団体の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害対策基本法施行規則】 

（安否情報の提供等）  

第 8 条の 3 第 1項 （略）  

２  照会者は、前項の規定により明らかにした同項第 1 号に掲げる事項が記載され

ている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 2 条第 7 項に

規定する個人番号カード、 出入国管理及び難民認定法 （昭和二十六年政令第三百

十九号）第十九条の三 に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本

の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 （平成三年法律第七十一号）

第七条第一項 に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規

定により交付された書類であつて当該照会者が本人であることを確認するに足り

るものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、照会者が遠隔の地に居住

している場合その他この方法によることができない場合においては、都道府県知事

又は市町村長が適当と認める方法によることができる。 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%90%ad%8e%4f%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%8f%6f%93%fc%8d%91%8a%c7%97%9d%8b%79%82%d1%93%ef%96%af%94%46%92%e8%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%90%ad%8e%4f%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%8f%5c%8b%e3%8f%f0%82%cc%8e%4f&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900300000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%88%ea&REF_NAME=%93%fa%96%7b%8d%91%82%c6%82%cc%95%bd%98%61%8f%f0%96%f1%82%c9%8a%ee%82%c3%82%ab%93%fa%96%7b%82%cc%8d%91%90%d0%82%f0%97%a3%92%45%82%b5%82%bd%8e%d2%93%99%82%cc%8f%6f%93%fc%8d%91%8a%c7%97%9d%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%93%c1%97%e1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%88%ea&REF_NAME=%93%fa%96%7b%8d%91%82%c6%82%cc%95%bd%98%61%8f%f0%96%f1%82%c9%8a%ee%82%c3%82%ab%93%fa%96%7b%82%cc%8d%91%90%d0%82%f0%97%a3%92%45%82%b5%82%bd%8e%d2%93%99%82%cc%8f%6f%93%fc%8d%91%8a%c7%97%9d%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%93%c1%97%e1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%88%ea&REF_NAME=%91%e6%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000001000000000000000000
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（１）書類の提示による確認 

照会者の本人確認のため、省令様式第 4 号に記載された又は照会時に口頭、電話

等の方法により取得した照会者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は

居所が記載されている以下のいずれかの書類提出を求めること。 

 

    ・ 運転免許証 

    ・ 健康保険の被保険者証 

    ・ 個人番号カード 

・ 在留カード（外国人登録証明書） 

・ 特別永住者証明書 

・ その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該

安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りるもの 

 

（２）書類の提示による確認以外の方法による確認 

以下のいずれかに該当する場合は、総務大臣又は地方公共団体の長が適当と認め

る方法によることができる。 

※ この場合にあっても、公共料金の支払書、年金手帳、パスポート等、書面にお

いて本人であることが確認できる資料の提出を求めることが望ましい。 

   

・ やむを得ない理由により、当該書類を提示し、若しくは提出することができな

い場合 

・ 電話又は口頭による照会の場合 

 

なお、この場合については、安否情報を照会する者が本人であることを確認する

ため、以下の手順で本人確認を行う。 

 

① 自団体の長が適当と認める方法により、照会者の氏名、出生の年月日、住

所又は本籍地、男女の別を取得する。 

※ その他、本人確認に必要最低限と認められる範囲において、必要に応じ、

口頭等により質問等を行う。 

② 照会者の住所又は本籍地が存する地方公共団体に対し、当該人物が存在す

るか否かの照会を行う。 

③ 照会者の住所又は本籍地が存する地方公共団体から、当該人物が存するこ

との回答を得た場合について、本人確認が完了したものと見なす。 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

災対法の場合も、国民保護の場合と同様に照会者の本人確認を行うこと。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

（３）被照会者の特定 

安否情報についての照会を受けたときは、申請された被照会者の情報とシステム

のデータベースに保存されている安否情報を突合し、システムのデータベースに保

存されている複数の安否情報から被照会者の情報を特定することが必要となる。 

 

※ 被照会者をシステム内で検索する手法として、以下のものがある。 

 ① 検索・・・・・表記ゆれを許容した完全一致
．．．．

による検索 

 ② 曖昧検索・・・表記ゆれを許容した部分一致
．．．．

による検索 

 

 ア ４情報の一致による被照会者の特定 

   被照会者の４情報（①氏名、②出生の年月日、③男女の別、④住所）が全て判

明しており、システムのデータベースに保存されている安否情報の内、４情報が

全て一致する者の情報が存在する場合、その者の情報をもって、被照会者の特定

が行われたものとする。 

 

  （例）4 情報の一致により被照会者が特定される例 

 被照会者 システムのデータベースに保存

されている安否情報 

氏名 消防 太郎 消防 太郎 

出生の年月日 平成 16年 6月 18 日 平成 16年 6月 18 日 

男女の別 男 男 

住所 東京都千代田区霞ヶ関 2 丁

目 1 番 2 号 

東京都千代田区霞ヶ関 2 丁目 1

番 2 号 

 

  ※ ４情報が完全に一致している者がシステムのデータベース上に複数存在する

場合（検索された場合）は、記入日時の最も新しい者の情報をもって、被照

会者の特定が行われたものとする。 

 

 

 

 



68 

 

 イ ４情報の一致による被照会者の特定が行えない場合（国籍又はその他個人を識

別する情報による特定） 

   以下の場合等については、4 情報の一致による被照会者の特定が行えないため、

被照会者を完全に特定することはできない。 

 

   （例） 

   ・被照会者の４情報が不完全である場合。 

・被照会者の４情報に完全に一致する者の安否情報がデータベースに存在しな 

い（検索されない。）場合。 

 

  これらの場合、その他個人を識別する情報として、国籍の他、被照会者の特定

に必要な情報について聴取するとともに、当該情報をデータベースの情報と突合

することで、被照会者である可能性のある者の絞込みを行う。 

    

※ 被照会者である可能性のある者を 1 人に絞り込むことを原則とし、この場

合被照会者が特定されたものとみなす。絞り込みを行った結果、被照会者

である可能性のある者が複数人存在する場合は、原則として、照会者に対

し、被照会者が特定できなかった旨を伝えるとともに、さらに被照会者を

特定するための情報（4情報を含む。）を提供するよう求めるものとする。

ただし、被照会者である可能性のある者が所在する避難所等の連絡先が分

かる場合は、連絡を行い、照会者へ本人の安否情報を提供することに同意

するか否かの確認を取り、本人が同意する旨の確認がとれた場合は、被照

会者が特定されたものとみなす。 

 

     被照会者の特定のための聴取においては、各項目について、以下の要領で聴取

を行うことも有効である。 

 

    ※ その他個人を識別する情報の聴取に当たっては、行政側から不用意に個人情

報を漏洩することのないよう、質問方法に留意すること。 
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     （例） 

○ 

（被照会者の） 

「年齢はいくつですか？」 

「血液型は何ですか？」 

「身長は何 cm くらいですか？」 

× 

（被照会者の） 

「年齢は２０歳くらいではありませんか？」 

「右頬にほくろがありませんか？」 

「所持していると思われる物品に銀のネックレスのようなものはありま

せんか？」 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

  災対法の場合も、国民保護の場合と同様に被照会者の特定を行うこと。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 ４ 安否情報の回答 

（１）避難住民・負傷住民・死亡住民の該当又は非該当に関する回答の判断 

【国民保護法施行令】 

 （安否情報の提供） 

第 26 条 第１項 （略） 

２ 前項の照会を受けた総務大臣又は地方公共団体の長は、当該照会に係る者の安否

情報を保有している場合において、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき

又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがある

と認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃

災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答するものとする。 

３・４ （略） 

照会に係る者の安否情報を保有している場合において、当該照会が不当な目的に

よるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使

用されるおそれがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当す

るか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答

する。 

 

 ＜避難住民に該当するか否かの別＞ 

   「該当」又は「非該当」の別を回答する。 

 

  ＜武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別＞ 

   「死亡」、「負傷」又は「非該当」の別を回答する。 

 

   ア 照会をする理由 

   省令様式第４号においては、照会をする理由として、①被照会者の親族又は同

居者であるため、②被照会者の知人（友人、職場関係者及び近隣住民）であるた

め、③その他の別を問うこととなっている。 

 

※ 本事務における「知人」とは、「被災者と互いに知り合うなどの関係がある者

であって、その関係から見て、社会通念上、当該被災者の安否情報を必要と

することが相当と考えられる者」と定義する。具体的には、友人、職場関係

者、近所の者及びこれらに類する者を指すこととする。 

 

書面確認においては、家族、同居者、友人、会社同僚等の申請理由に応じて、

姓の相違、住所地の相違、年齢の大幅乖離等の書面上の齟齬をチェックし、真実

性につき疑義を生ぜしめる特段の事情がある場合等は、照会者に対し口頭で質問

等を行う。 
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（例）口頭による質問等の例 

・ 被照会者とどのような関係か？ 

・ 安否情報を照会する理由は何か？ 

・ その他、真実性につき生じた疑義を払拭する事項 

 

   イ 不当な目的でないことの確認 

親族・同居者・知人であることの確認において、真実性につき疑義を生ぜしめ

る特段の事情がある場合等は、照会者に対し口頭で質問等を行い、当該照会が不

当な目的によるもの又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使

用されるおそれがないことを確認する必要がある。 

当該照会が不当な目的によるものであるとは、他人の安否情報を知ることが社

会通念上相当と認められる必要性ないし合理性がないにも関わらず、その安否情

報を検索したり、暴露したりなどしようとすることをいう。以下のような場合等

が該当する。 

 

（例） 

・ 安否情報を手がかりとして差別的事象につながる場合 

・ 債権者の所在を聞き出すための目的で行われる場合 

・ 配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為

の被害者に係る照会の場合 

 

 

また、照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれ

があるとは、以下のような場合等が該当する。 

 

（例） 

・ 名簿等を作成し、これを不特定多数の者に配布、販売するような行為に使

用されるおそれがある場合 

・ 葬儀会社等が営業目的で遺族に連絡を取る場合 

 

ウ 避難住民・負傷住民・死亡住民の該当又は非該当に関する回答 

 親族・同居者・知人であることの確認が形式的になされ、口頭質問等において

も形式上、不当な目的でないことが確認された場合は、当該照会に係る者が避難

住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当す

るか否かを回答する。 
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    (ｱ) 避難住民に該当するか否かの別 

      「該当」又は「非該当」の別を回答する。 

 

    (ｲ) 武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別 

      「死亡」、「負傷」又は「非該当」の別を回答する。 
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（3）その他の安否情報の回答の判断 

【国民保護法施行令】 

 （安否情報の提供） 

第 26 条 第１項 （略） 

２ （略） 

３ 前項の場合において、総務大臣又は地方公共団体の長は、照会に係る者の同意が

あるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、第 23条第 1項各号及び第 2

項各号に揚げる情報（武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、第 24 条第 1

項各号に揚げる情報）を回答するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害対策基本法施行規則】 

（安否情報の提供等）  

第 8 条の 3  第 1項（略） 

２  （略）  

３  第 1 項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じて、当該各号に定める情報を提供することができる。ただし、当該照

会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事

項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときは、この限りでない。  

一  照会者が当該照会に係る被災者の同居の親族（婚姻の届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）である場合 照会に係

る被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先その他安否の確認に必要と

認められる情報  

二  照会者が当該照会に係る被災者の親族（前号に掲げる者を除く。）又は職場の関

係者その他の関係者である場合 照会に係る被災者の負傷又は疾病の状況  

三  照会者が当該照会に係る被災者の知人その他の当該被災者の安否情報を必要と

することが相当であると認められる者である場合 照会に係る被災者について保

有している安否情報の有無 

４  前項の規定にかかわらず、第 1 項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、

当該照会に係る被災者が照会に際しその提供について同意をしている安否情報に

ついては、その同意の範囲内で、又は公益上特に必要があると認めるときは、必

要と認める限度において、当該被災者に係る安否情報を提供することができる。 
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ア 本人の同意があるとき 

被照会者が積極的に不同意を示している場合を除き、原則として回答を行うこと

とする。避難住民又は負傷住民においては、第 23 条第 1 項各号及び第 2 項各号

に揚げる情報のうち回答の同意がある項目について回答を行うものとする。死亡住

民においては、遺族（できるかぎり被照会者に直近する親族とする。）が回答に同

意する場合において、本人の同意があるときとみなし、第 24 条第 1 項各号に揚

げる情報のうち回答の同意がある項目において回答を行うものとする。 

 

※ 省令様式第 1 号又は第 2 号において、回答することについて「回答を希望しない」

と回答していない場合又は「同意する」と回答している場合が該当する。 

※ 本人の同意がない場合（回答することに同意しない旨を意思表示している場合）は、

原則として回答を行わない。 

※ 省令様式第 1 号又は第 2 号の回答欄で特定の情報について回答に同意しない旨が

意思表示されている場合等については、当該情報については回答することはできな

い。 

※ 現在の居所（死者の場合は死体の所在）、負傷又は疾病の状況、連絡先その他必要

情報については、括弧書きで何月何日現在の情報であるかを明記して回答する。 

 

     （例） 

現在の居所 東京都Ａ避難所 

（記入日時 平成○年○月○日） 

負傷又は疾病の状況 重症：頭部打撲、意識不明 

（記入日時 平成○年○月○日） 

連絡先その他必要情報 東京都Ａ避難所に設置された臨時電話 

０３―××××―×××× 

（記入日時 平成○年○月○日） 

 

イ 公益上特に必要があると認めるとき 

個人の情報を保護することによる利益と当該情報を公にすることの公益上の必

要性との比較衡量を行い、公益上の必要性の方がより高いと判断されるときをい

う。 

この場合の「公益上の必要性」とは、本人の安否を家族等の関係者に迅速に伝

えることによる本人や家族等の安心や生命、身体又は財産の保護等に資するよう

な情報提供を行うことの必要性である。 

被照会者が死者、意識不明者、幼児等である場合、以下の基準により回答を行

う。 
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(ｱ) 照会者が被照会者の親族、同居者である場合 

積極的な不同意の意思表示がないこと、公益上の必要性等を踏まえ、原則ど

おり全ての情報について回答を行うこととする。 

 

(ｲ) 照会者が被照会者の知人である場合 

積極的な不同意の意思表示がないこと、公益上の必要性等を踏まえ、原則と

して、被照会者が避難住民又は負傷住民である場合は、①氏名、②その他個人

を識別するための情報、③負傷や疾病の有無について、死亡住民である場合は

全ての情報について、回答を行うこととする。なお、単身赴任者は厳密に言え

ば、同居でない親族の扱いとなるが、同居の親族とみなして対応するなどの柔

軟な対応を妨げるものではない。 

 

(ｳ) 照会者が被照会者の親族、同居者及び知人以外である場合 

原則として回答を行わない。ただし、ニーズ等を踏まえ、以下により行うこ

ととする。 

     

a 被照会者の情報が回答業務を行う団体において収集した情報である場合 

「公益上特に必要があると認められるとき」として例外的に回答できるか

どうかの判断について、ニーズ等を踏まえ、回答業務を行う団体における公

表の可否の判断にあわせて回答業務を実施する。 

 

b 被照会者の情報が回答業務を行う団体以外の団体において収集した情報で

ある場合 

       当該安否情報の回答の可否について、当該情報の収集団体に確認し、当該

収集団体における公表の可否の判断にあわせて回答業務を実施する。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

  災対法施行規則第 8条の 3第 3項にしたがって対応すること。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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（４）安否情報の公表の考え方 

国民保護法上、「公表」についての特段の規定は存在しない。安否情報の公表につ

いては、それぞれの公表主体に適用される法令等に基づき、当該主体自らが判断す

ることとなる。 

国民保護法の安否情報の回答事務に基づき収集した情報について、報道機関やイ

ンターネット等を通じて公表を行うか否かについては、情報を保有する主体（情報

収集団体）が判断し、公表を実施する。安否情報システムにより共有した他団体の

収集情報については、原則として公表することができない。また、国が地方公共団

体からの報告により収集した情報や、都道府県が管内の市町村から収集した情報に

ついては、国やそれぞれの都道府県が当該収集情報についての公表主体となり得る。 

 

※ 安否情報システムの各地方公共団体の専用領域内に入力された情報は、当該

団体が収集した情報と考える。 

 

公表については、国民保護法第 95条が行政機関個人情報保護法第 8 条第 1 項や

個人情報保護条例に規定する「法令に基づく場合を除き」に当たらないと解釈され

るため、別途、個人情報保護法や個人情報保護条例上可能であるかを判断する必要

がある。 

 

なお、「安否情報の公表の考え方」について次の通り整理したので、参考にされた

い。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

  「公表」についての特段の規定は存在しない。安否情報の公表については、それぞれ

の公表主体に適用される法令等に基づき、当該主体自らが判断することとなる。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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＜参考＞ 

安否情報の公表の考え方 

 

 

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年 6 月 18 日

法律第 112 号。以下、「国民保護法」という。）の安否情報（同法第 95 条第 1 項の安否

に関する情報をいう。以下、同じ。）の関連規定の立法趣旨は、「家族がその近親者の運命

を知る権利」（ジュネーヴ条約第 1 追加議定書）を満たすためのものである。その目的を達

成するため、同法第 95 条第 1 項において、｢照会｣に対する「回答」の制度が用意された

が、「公表」についての特段の規定は存在しない。 

したがって、国民保護法に基づき収集した安否情報について、報道機関やインターネッ

ト等を通じて「公表」を行うかどうかについては、同法 95 条が行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律（平成 15年 5月 30 日法律第 58 号。以下、「行政機関個人情報

保護法」という。）第 8 条第 1 項や個人情報保護条例に規定する「法令に基づく場合」に

当たらないため、別途、行政機関個人情報保護法上、安否情報を公表することが可能であ

るか個別具体的な検討が必要となる。 

また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11 年 5 月 14 日法律第 42

号）との関係において安否情報を公表することが可能であるかについては、安否情報は、

不開示情報を規定した同法第 5条第 1 号の「個人に関する情報であって、当該情報に含ま

れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」に該

当するが、その例外事項を規定した同号ロ「人の生命、健康、生活又は財産を保護するた

め、公にすることが必要であると認められる情報」等に該当するか個別具体的な検討が必

要となる。 

以下、上記関係法令の論点を踏まえ、各公表主体の検討に資するよう、安否情報の公表

について、考え方を整理する。 

なお、安否情報の公表については、それぞれの公表主体に適用される法令等に基づき、

当該主体自らが判断するものであり、その判断を拘束しようとするものではないことにつ

いて十分留意されたい。 

 

 

１．基本的な考え方 

個人情報保護法令は個人情報を有効に活用しながら必要な保護を図ることを目的とし

ており、安否情報の公表においても、個人情報の有用性を理解し、必要な保護を図りつ

つ、できる限り国民一人ひとりの利益となるような運用を行う必要がある。 

  安否情報の公表を行うにあたっては、公表に対する本人の同意を確認した上で公表を
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行うことを基本とする。 

「本人が安否情報を公表することについて同意する」場合（下記２．（１））は、行政

機関個人情報保護法第 8条第 2項第 1 号の「本人の同意があるとき」又は各個人情報保

護条例上の類似規定を根拠に、必要に応じて、公表を行うこととする。「本人が公表する

ことについて同意する」場合以外の場合（下記２．（２）～（４））においても、行政機

関個人情報保護法第 8 条第 2 項第 4号の「本人以外の者に提供することが明らかに本人

の利益になるとき」「その他個人情報を提供することについて特別の理由があるとき」等

又は各個人情報保護条例上の類似規定を根拠として、本人の安否を家族等の関係者に迅

速に伝えることによる本人や家族等の安心又は生命、身体若しくは財産の保護等に資す

る場合には、公表を行うことが適当な場合がある。 

  なお、安否情報の公表については、あくまで、警察、病院、民間サービス等による従

来の情報提供・公表に加えて、「家族の知る権利」という立法趣旨を満たすための＋αの

措置であることから、従来の情報提供の仕組みに制限を加えるものではないことに留意

することが必要である。 

また、公表については、原則として、安否情報の収集主体である地方公共団体がその

可否を判断し、公表することとする。 

 

 

２．公表の可否の判断 

（１）本人が公表することについて同意する場合 

   国民保護法に基づく安否情報事務において、安否情報の収集の際、公表の可否を確

認し、公表することに同意する旨を回答した者の安否情報については、必要に応じて、

公表を行うこととする。 

 

（２）本人が公表することについて同意しない場合 

   国民保護法に基づく安否情報事務において、安否情報の収集の際、公表の可否を確

認し、公表することに同意しない旨を回答した者の安否情報については、原則として、

公表を行わない。 

 

（３）公表することについての本人の同意を得ることが困難である場合 

本人が死者、意識不明者、幼児、重度の認知症の高齢者等であるため、本人の同意

を得ることが困難であるときは、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱のためのガイドライン」（平成 16年 12月 24日厚生労働省）等を踏まえ、本人の

安否を家族等の関係者に迅速に伝えることによる本人や家族等の安心又は生命、身体

若しくは財産の保護等に資すると判断される場合には、安否情報のうち必要とされる

最小限度の情報（氏名、年齢及び市町村名など）について公表を行うこととする。 
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なお、家族・遺族の意思が確認できるときは、その意思を尊重することとする。 

 

（４）その他 

   （１）～（３）に関わらず、「武力攻撃事態等における安否情報の在り方に関する検

討会」報告書（平成 18 年 3 月総務省消防庁）を踏まえ、例えば、極めて大規模な武

力攻撃災害が発生し、既存のシステムが機能せず、国民保護法における安否情報事務

の制度趣旨が果たされなくなっている事態等においては、必要とされる最小限度の情

報（氏名、年齢及び市町村名など）について公表を行う場合が想定される。 
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（５）安否情報の回答方法 

【安否情報省令】 

（安否情報の回答方法） 

第 4 条 法第 95条第 1項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者

が避難住民に該当するか否かの別その他必要な事項を様式第５号に記載した書面を交

付することにより行うものとする。ただし、事態が急迫している場合その他これらに

よることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。 

 

    照会に対する回答は、原則として省令様式第５号（図５－３）により行う。この

場合、原則として、被照会者の①住所、②出生の生年月日、③男女の別、④住所、

⑤国籍（日本国籍を有しない者に限る。）、⑤その他個人を識別するための情報につ

いては、照会者が承知している情報以上の情報は開示しない（本人が開示について

同意している場合を除く。）。 

    事態が急迫している場合その他これらによることができない場合には、口頭、電

話その他の方法によることができる。 

        なお、回答書はその控えを一定期間保管しておくこと。 

 

図５－３ 省令様式第 5号（安否情報回答書） 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

《災対法》 

 災対法では書面による回答を求めてはいないが、国民保護法に準じた回答様式をシ

ステムで出力することができるので、適宜活用されたい。 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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（６）外国人に関する情報 

【国民保護法】  

（外国人に関する安否情報） 

第九十六条 第 1 項 （略） 

２ 総務大臣及び地方公共団体の長は、前項の規定により日本赤十字社が行う外国人

に関する安否情報の収集に協力しなければならない。 

３ （略） 

 

日本赤十字社は、総務大臣及び地方公共団体の長が保有する安否情報のうち外国

人に関する安否情報の収集について協力しなければならないこととされている。 

日本赤十字社が、避難所等で自ら外国人の安否情報を選択的に収集することは予

定していない。このため、地方公共団体の長は、日本人であるか外国人であるかを

問わず、避難住民及び武力攻撃災害による死傷者の安否情報の収集を行う必要があ

る。 

なお、システムにおいては、入力された安否情報のうち、日本国籍以外の国籍を

有する者及び国籍不明者の情報について、日本赤十字社の端末から閲覧・検索が行

えるものとしており、本条の努力義務が自動的に履行されることとなる（システム

以外の方法による日本赤十字社への協力を妨げない。） 

 

 （７）国民向け「氏名による「情報有無」の検索サイト」による検索 

    消防庁ホームページの「国民保護」のリンクから、「安否情報システム 氏名によ

る情報有無の検索サイト」を閲覧し、国民向けに安否情報が登録されているか否か

の情報及び管理者が編集したお知らせ情報の提供を行っている。 

検索対象の安否情報は、武力攻撃事態（実用、訓練）の事案区分で登録され、か

つ「共有領域」まで報告が上げられた安否情報に限られる。ただし、照会に対する

回答の意向に係る項目をすべて「公開しない」とした場合は、検索対象には含まれ

ない。 

また、ここでの検索は、表記ゆれ検索（※）に対応している。 

 

※ 表記ゆれ検索……「半角／全角」、「ひらがな／カタカナ」、「濁点／濁点なし」、「漢

数字／アラビア数字」などを区別せず検索できるとともに、氏名の姓と名の間の

空白等についても、「全角空白／半角空白／空白なし」を区別せずに検索できる機

能。 

（注意） 登録されている事案の公開可否情報が「否」の事案情報は、当該検索サイ

トで閲覧することはできない。 
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図５―４ パソコンを利用して検索する場合の検索サイト画面 

   

 

図５―５ スマートフォンを利用して検索する場合の検索サイト画面 

 


